
 

 

 

 

 

 

 

 

ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款（ワイド） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年１月４日 
 

 

北陸通信ネットワーク株式会社



- 1 - 

目   次 

 

第１章 総則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

  第１条 約款の適用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

  第２条 約款の変更 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

  第３条 用語の定義 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ １ 

 

第２章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

  第４条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

 

第３章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

  第５条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ３ 

 

第４章 契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ４ 

 第 1 節 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ４ 

  第６条 契約の単位 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

  第７条 共同契約 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

  第８条 加入契約回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

  第９条 特定契約者回線の終端 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

  第 10 条 収容区域及び加入区域  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ４ 

  第 11 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ 

  第 12 条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ 

  第 13 条 最低利用期間  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ５ 

  第 14 条 品目等の変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 15 条 加入契約回線等の移転  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 16 条 加入契約回線の異経路  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 17 条 その他の契約内容の変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 18 条 利用の一時中断  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 19 条 利用権の譲渡の禁止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 20 条 契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 21 条 当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ６ 

  第 22 条 その他の提供条件  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７ 

 

第５章 契約者回線群の設定等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  ８ 

  第 23 条 契約者回線群の設定  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 

  第 24 条 契約者回線群の変更等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 

  第 25 条 契約者回線群の廃止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ８ 

 

第６章 付加機能 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

  第 26 条 付加機能の提供  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

  第 27 条 付加機能の変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

  第 28 条 付加機能の廃止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   ９ 

 

第７章 端末設備の提供等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

  第 29 条 端末設備の提供  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

  第 30 条 端末設備の移転  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 



- 2 - 

  第 31 条 端末設備の利用の一時中断  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ９ 

 

第８章 回線相互接続 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

  第 32 条 当社又は他社の電気通信回線の接続  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

  第 33 条 他社接続回線との相互接続  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

  第 34 条 他社接続回線接続変更  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

  第 35 条 接続休止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  10 

  第 36 条 相互接続点の所在場所の掲示等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  11 

 

第９章 利用中止等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   12 

  第 37 条 利用中止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 

  第 38 条 利用停止  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  12 

 

第 10 章 通信等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

  第 39 条 通信利用の制限等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

  第 40 条 協定事業者の契約約款等による制約  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  13 

 

第 11 章 料金等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  14 

 第１節 料金及び工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   14 

  第 41 条 料金及び工事に関する費用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  14 

 第２節 料金等の支払義務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   14 

  第 42 条 料金の支払義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  14 

  第 43 条 工事費の支払義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  16 

  第 44 条 線路設置費の支払義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  16 

  第 45 条 設備費の支払義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  16 

 第３節 料金の計算等 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

  第 46 条 料金の計算方法等  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  17 

  第 47 条 料金等支払いの連帯責任  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  17 

 第４節 保証金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

  第 48 条 保証金  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  17 

 第５節 割増金及び遅延損害金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   17 

  第 49 条 割増金  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  17 

  第 50 条 遅延損害金  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  17 

 

第 12 章 保守  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  19 

  第 51 条 契約者の維持責任  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  19 

  第 52 条 契約者の切分責任  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  19 

  第 53 条 修理又は復旧の順位  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  19 

 

第 13 章 損害賠償  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  21 

  第 54 条 責任の制限  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  21 

  第 55 条 免責  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  21 

 

第 14 章 雑則  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  22 

  第 56 条 承諾の限界  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   22 

  第 57 条 利用に係る契約者の義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   22 

  第 58 条 他人に使用させる場合の契約者の義務  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   23 



- 3 - 

  第 59 条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等  ‥‥‥‥‥‥‥‥   23 

  第 60 条 技術的事項及び技術資料の閲覧  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   23 

  第 61 条 契約者からの通知  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   23 

  第 62 条 契約者の氏名等の通知  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   23 

  第 63 条 協定事業者からの通知  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   24 

  第 64 条 協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   24 

  第 65 条 協定事業者によるワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する料金等の 

回収代行 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   24 

  第 66 条 法令に規定する事項  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   24 

  第 67 条 契約者情報の取扱い  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   24 

  第 68 条 閲覧  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   25 

第 15 章 附帯サービス ･･･････････････････････････････････････････････････････‥‥‥‥   25 

  第 69 条 附帯サービス ････････････････････････････････････････････････････‥‥‥‥  25 

 

別記  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   26 

  1  ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   26 

  2  契約者の地位の承継   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   27 

  3  契約者の氏名等の変更   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   27 

  4  協定事業者   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

  5  他社料金設定回線   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

  6  他社料金設定回線の料金の取扱い等   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

  7  契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

  8  自営端末設備の接続   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   28 

  9  自営端末設備に異常がある場合等の検査   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   29 

  10 自営電気通信設備の接続  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥    29 

  11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

  12 当社の維持責任   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

  13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

  14 新聞社等の基準   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   30 

  15 技術資料の項目   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   31 

 

料金表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   32 

 通則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   34 

 第１表 料金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   36 

 第２表 工事に関する費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   74 

  料金表別表１  

  （１）ＡＴＭ方式の品目に係る伝送速度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   81 

  （２）イーサネット方式の品目に係る伝送速度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   82  

  料金表別表２ 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の 

   割引の適用  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   82 

別表 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･   84 

基本的な技術的事項 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･････   85 

 

附則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･･   89



- 1 - 

第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」

といいます。）を定め、これによりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更

後の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

 

用 語 用 語 の 意 味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

３ ワイドエリアバーチ

ャルスイッチ網 

主としてデータ通信の用に供することを目的としてイーサネ

ットフレームにより符号の伝送交換を行うための電気通信回

線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備

及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附

属設備をいいます。以下同じとします。） 

４ ワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービス 

ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して行う電気通信

サービス 

５ ワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービス

取扱局 

電気通信設備を設置し、それによりワイドエリアバーチャルス

イッチサービスを提供する当社の事業所 

６ ワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービス

取扱所 

ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する業務を行う

当社の事務所 

７ 収容局設備 ワイドエリアバーチャルスイッチ網に所属するワイドエリアバ

ーチャルスイッチサービス取扱局に設置される電気通信設備 

８ ワイドエリアバーチ

ャルスイッチ契約 

当社からワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を受

けるための契約 

９ 契約者 当社とワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結している者

10 相互接続点 ＫＤＤＩ株式会社とＫＤＤＩ株式会社が別に定める電気通信

事業者（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業

法」といいます。）第 9 条の規定により登録を受けた者又は事

業法第 16 条の規定により届出をしたものをいいます。以下同

じとします。）との間の相互接続協定（ＫＤＤＩ株式会社が別

に定める電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し

締結した協定をいいます。以下同じとします。）に基づく接続

に係る電気通信設備の接続点 

11 協定事業者 ＫＤＤＩ株式会社又はＫＤＤＩ株式会社とワイドエリアバー

チャルスイッチサービスに係る相互接続協定を締結している

ＫＤＤＩ株式会社が別に定める電気通信事業者 
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12  他社接続回線 相互接続点において、ＫＤＤＩ株式会社の電気通信回線と相互

に接続する電気通信回線であって、ＫＤＤＩ株式会社が別に定

める電気通信事業者が設置するもの 

13  接続契約回線 相互接続点を介して他社接続回線と収容局設備とを相互に接

続するための電気通信設備 

14  加入契約回線 ＫＤＤＩ株式会社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に

基づいて収容局設備と契約の申込者が指定する場所との間に

設置する電気通信設備 

15 特定契約者回線 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備

とその収容局設備が設置されているワイドエリアバーチャル

スイッチサービス取扱局内のＫＤＤＩ株式会社が指定する場

所との間に設置される電気通信回線または収容局設備とＫＤ

ＤＩ株式会社が指定する場所との間に設置される電気通信回

線 

16 アクセスポイント ワイドエリアバーチャルスイッチ契約約款に基づいて設置さ

れる電気通信回線と、ワイドエリアバーチャルスイッチ通信サ

ービス以外のＫＤＤＩ株式会社の電気通信サービスに係る電

気通信回線との接続点 

17 イーサネットアクセ

ス回線 

ＫＤＤＩ株式会社のイーサネット通信サービス契約約款に基

づき、アクセスポイントと契約の申込者が指定する場所との間

に設置する電気通信設備 

18 加入契約回線等 接続契約回線、加入契約回線、特定契約者回線又はイーサネッ

ト契約回線 

19 アクセス回線 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて収容局設備

と契約の申込者及び当社が指定する場所との間に設置される

電気通信設備 

20 契約者回線群 ワイドエリアバーチャルスイッチ網を使用して相互に通信を行

うことのできるアクセス回線により構成される回線群 

21 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1

の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内（これ

に準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの 

22 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

23 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信

設備であって、端末設備以外のもの 

24 技術基準等 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）及び端末設備等

の接続の接続の技術的条件 

25 消費税相当額 消費税法（昭和 63年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25年法

律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される

地方消費税の額 

26 トラフィックフリー

機能 

プラットフォーム回線との別に定める特定の通信に限り、回線

の品目に係る伝送速度を超えて利用可能とする機能 

27 トラフィックフリー

通信 

トラフィックフリー機能を利用して行う、プラットフォーム回

線との通信 

28 プラットフォーム回

線 

トラフィックフリー通信の通信先として利用可能な回線 
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第２章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの種類等 

 

（ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等） 

第４条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態

様による細目があります。 

 

第３章 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域 

 

（ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域） 

第５条 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、別記１に定める提供区域において提供しま

す。 
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第４章 契約 

 

第１節 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る契約 

 

（契約の単位） 

第６条 当社は、アクセス回線1回線ごとに1のワイドエリアバーチャルスイッチ契約を締結します。 

 

（共同契約） 

第７条 当社は、１のアクセス回線について、契約者が２人以上となるワイドエリアバーチャルスイッ

チ契約（以下「共同契約」といいます。）を締結します。 

２ 前項の場合、契約者のうち１人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これ

を変更したときも同様とします 

 

（加入契約回線の終端） 

第８条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短

距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを加入契約

回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 

 

（特定契約者回線の終端） 

第９条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤

等を設置し、これを特定契約者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。 

 

（収容区域及び加入区域） 

第10条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。 

 

 

（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法） 

第11条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載し

た当社所定の契約申込書をワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。 

(1) ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様による細目 

(2) 加入契約回線、特定契約者回線又はイーサネットアクセス回線の終端の設置場所 

(3) 所属する契約者回線群 

(4) 他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、相互に接

続する他社接続回線に係るサービスの品目、通信又は保守の態様による細目、区間及び協定事業者

の氏名又は名称 

(5) その他ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの内容を特定するために必要な事項 
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（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾） 

第12条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申

込みを承諾しないことがあります。 

(1) 加入契約回線、特定契約者回線若しくはイーサネットアクセス回線を設置し、又は保守すること

が技術上著しく困難なとき。 

(2) ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者がワイドエリアバーチャルスイッチサー

ビスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(3) 第 23条（契約者回線群の設定）に規定する契約者回線群がないとき。 

(4) 他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みにあたっては、そのワイ

ドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをした者が、他社接続回線について協定事業者と契約を

締結している者と同一の者とならないとき、その他社接続回線との相互接続に関してその他社接続

回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づく

条件に適合しないとき。 

(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第13条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスについては、料金表第1表（料金）に定めるところ

により最低利用期間があります。 

２ 前項の最低利用期間は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供を開始した日から起算し

て1年間とします。 

３ 契約者は、前項の最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除があった場合は、

当社が定める期日までに、料金表第1表（料金）に規定する額を支払っていただきます。 

 

（品目等の変更） 

第14条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目及び通信又は保守の態様による細

目並びに料金表第1表（料金）に定めるプランの変更の請求をすることができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第12条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾）

の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。 

 

（加入契約回線等の移転） 

第15条 契約者は、加入契約回線等の移転の請求をすることができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第12条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾）

の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。 
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（加入契約回線の異経路） 

第16条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、契約者の請求に基づき、その加入契約

回線を通常の経路以外の当社が指定する経路（以下「異経路」といいます。）により設置します。 

 

（その他の契約内容の変更） 

第 17 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申

込の方法）第５号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第12条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾）

の規定および別に定めるものに準じて取り扱います。 

 

（利用の一時中断） 

第18条 当社は、契約者から請求があったときは、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用の

一時中断（そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を他に転用することな

く一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（利用権の譲渡の禁止） 

第19条 利用権（契約者がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいてワイドエリアバーチャルス

イッチサービスの提供を受ける権利をいいます。）は、譲渡することができません。 

 

（契約者が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除） 

第20条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするときは、そのことをあら

かじめワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に書面により通知して頂きます。 

 

（当社が行うワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除） 

第21条 当社は、次の場合には、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除することがあります。 

(1) 第 38条（利用停止）の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をされた

契約者がなおその事実を解消しないとき。 

(2) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通

信事業の休止又は他社接続回線に係る相互接続点の所在場所の変更若しくは廃止により、契約者が

他社接続回線を利用することができなくなった場合であって、利用の一時中断又は第34条（他社接

続回線接続変更）に規定する他社接続回線接続変更の請求を行わないとき。 

(3) そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に係る契約者回線群について、第25条（契約者回線群

の廃止）に規定する契約者回線群の廃止があった場合であって、第24条（契約者回線群の変更等）

第１項に規定する所属先の変更の請求を行わないとき。 

２ 当社は、契約者が第38条（利用停止）第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が

当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第 1 号の規定にかかわらず、

ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をしないでそのワイドエリアバーチャルスイッ

チ契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約を解除しようとするとき
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は、あらかじめ契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第22条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するその他の提供条件については、別に定めるもの、

別記２及び３に定めるところによります。 
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第５章 契約者回線群の設定等 

 

（契約者回線群の設定） 

第23条 ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者は、所属する契約者回線群を指定して

いただきます。 

２ 前項の場合において、当社は、その契約者回線群に所属するアクセス回線に係る契約者の承諾が得

られない場合を除いて、契約者回線群を設定します。 

３ 前項の場合において、その設定が契約者回線群を新設するものであるときは、その契約者回線群に

係る契約者の中から回線群代表者（その契約者回線群に係る契約者であって、契約者回線群の設定、

変更又は廃止の手続き等を代表できる契約者をいいます。以下同じとします。）を指定して、ワイドエ

リアバーチャルスイッチサービス取扱所に届け出ていただきます。 

４ 当社は、前３項により契約者回線群を設定する場合は、1の契約者回線群ごとに、契約者回線群識別

番号（契約者回線群を識別するために当社が定める番号をいいます。以下同じとします。）を付与しま

す。 

５ 前４項で定めるほか契約者回線群の取り扱いについて、料金表第１表（料金）に別段の定めがある

ときは、その定めるところによります。 

 

（契約者回線群の変更等） 

第24条 契約者（回線群代表者を除きます。）は、現に所属する契約者回線群から他の契約者回線群へ、

契約者回線群の変更の請求を行うことができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第23条（契約者回線群の設定）の規定に準じて取り扱います。

この場合における契約者回線群識別番号は、変更後の契約者回線群に対応するものとします。 

３ 契約者は、回線群代表者をその契約者回線群に所属する契約者の承認が得られない場合を除いて、

同一の契約者回線群に所属する他の契約者に変更することができます。 

 

  （契約者回線群の廃止） 

第25条  当社は、次の場合には、契約者回線群を廃止します。 

(1) 回線群代表者から、その契約者回線群の廃止の請求があったとき。 

(2) 回線群代表者に係るアクセス回線について、契約の解除があった場合であって、第24条（契約者

回線群の変更等）第３項に規定する回線群代表者の変更の請求がないとき。 

(3) その契約者回線群に所属するアクセス回線がなくなったとき。 

 



- 9 - 

第６章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第26条 当社は、契約者から請求があったときは、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約について、

次の場合を除き、料金表第１表（料金）に定めるところにより付加機能を提供します。 

(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある

とき。 

(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等イーサネット網サ

ービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（付加機能の変更） 

第27条 契約者は、付加機能の品目及び設備の態様による細目の変更の請求をすることができます。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第26条の規定に準じて取り扱います。 

 

（付加機能の廃止） 

第28条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

(1)その付加機能の提供を受けている契約者から、イーサネット網契約の解除又は付加機能の廃止の申

し出があったとき。 

(2)当社は、料金表第１表（料金）に別の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことが

あります。 

 

第７章 端末設備の提供等 

 

（端末設備の提供） 

第29条  当社は、契約者から請求があったときは、その加入契約回線について料金表第1表（料金）に

定めるところにより端末設備を提供します。 

 

（端末設備の移転） 

第30条  当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。 

 

（端末設備の利用の一時中断） 

第31条  当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断（その端

末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 
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第８章 回線相互接続 

 

（当社又は他社の電気通信回線の接続） 

第32条 契約者は、その加入契約回線若しくは特定契約者回線の終端において又はその終端に接続され

ている電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線と当社又は当社が別に定める電

気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に

係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称

その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をワイドエリア

バーチャルスイッチサービス取扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は

当社が別に定める電気通信事業者の契約約款及び料金表等によりその接続が制限されるときを除き、

その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信に

ついて、その品質を保証しません。 

 

（他社接続回線との相互接続） 

第33条  当社は、他社接続回線と接続するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みを承諾したと

きは、その他社接続回線と接続する相互接続点において、指定のあった他社接続回線との接続を行い

ます。 

 

（他社接続回線接続変更） 

第34条  当社は、契約者から請求があったときは、その他社接続回線に係る相互接続点の現在の所在場

所において、現在接続されている他社接続回線以外の他社接続回線への接続の変更（以下「他社接続

回線接続変更」といいます。）を行います。 

２  当社は、前項の請求があったときは、第12条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。 

 

（接続休止） 

第35条  当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは相互接続

協定に係る当社が別に定める電気通信事業者の電気通信事業の休止により、契約者が当社のワイドエ

リアバーチャルスイッチサービスを全く利用できなくなったときは、そのワイドエリアバーチャルス

イッチサービスについて接続休止（そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る電気通信設

備を他に転用することを条件としてそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを一時的に利用で

きなくすることをいいます。以下同じとします。）とします。 ただし、そのワイドエリアバーチャル

スイッチサービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、

この限りではありません。 

２  当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのこと

を通知します。 

３  第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止の期間

を経過した日において、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約は解除されたものとして取り扱い



- 11 - 

ます。この場合、その契約者にそのことを通知します。 

 

（相互接続点の所在場所の掲示等） 

第36条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するワイドエリアバーチャルスイッチサ

ービス取扱所に掲示するものとします。 

２ 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。 
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第９章 利用中止等 

 

（利用中止） 

第37条 当社は、次の場合には、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止することがあ

ります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 39条（通信利用の制限等）の規定により、通信利用を中止するとき。 

(3) 第 36条（相互接続点の所在場所の掲示等）の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことを契約者にお知らせします。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月以内で当社が定める期間（そのワイ

ドエリアバーチャルスイッチサービスの料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要する

こととなったワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料

金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他

の債務が支払われるまでの間）、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用を停止すること

があります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第 58 条（利用に係る契約者の義務）又は第 59 条（他人に使用させる場合の契約者の義務）の規

定に違反したとき。 

(3) 当社の承諾を得ずに、加入契約回線又は特定契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当

社が別に定める電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係

る電気通信回線を接続したとき。 

(4) 加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異

常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けるこ

とを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若

しくは自営電気通信設備を加入契約回線又は特定契約者回線から取りはずさなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利用停止をするときは、あ

らかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。 
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第 10 章 通信等 

 

（通信利用の制限等） 

第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認め

たときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために

必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取

り扱うため、アクセス回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されているアクセス回線（当

社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措

置をとることがあります。 

機    関    名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

別記 14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国又は地方公共団体の機関 

 

（協定事業者の契約約款等による制約） 

第 40 条  契約者は、協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款（料金表を含みます。）等の規定

により、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る他社接続回線その他その協定事業者に係る

電気通信設備を使用することができない場合においては、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス

に係る通信を行うことはできません。 
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第 11 章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金及び工事に関する費用） 

第41条 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの料金は、料金表第1表（料金）に

定めるところによります。 

２ 当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの工事に関する費用は、工事費、線路設

置費及び設備費とし、料金表第２表（工事に関する費用）に定めるところによります。 

（注）本条第１項に規定する料金は、当社が提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスの態

様に応じて、回線使用料及び加算額を合算したものとします。 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（料金の支払義務） 

第42条 契約者は、そのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて当社がワイドエリアバーチャ

ルスイッチサービスの提供を開始した日（端末設備の提供についてはその提供を開始した日）から起

算して契約の解除があった日（端末設備についてはその廃止があった日）の前日までの期間（提供を

開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。）について、料金表

第1表（料金）に規定する料金の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用す

ることができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。 

(1)次の場合が生じたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

  ア  利用の一時中断をしたとき。 

  イ  利用停止があったとき｡ 

 ウ サービスの利用を中止する場合であって、当社があらかじめそのことを契約者に通知したとき。 

(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルス

イッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

区 別 支払いを要しない料金 

1  契約者の責めによらない理由により、その

ワイドエリアバーチャルスイッチサービス

を全く利用できない状態（その契約に係る電

気通信設備による全ての通信に著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状

態となる場合を含みます。）が生じた場合（２

欄から４欄までに該当する場合を除きま

す。）に、そのことを当社が知った時刻から

起算して、１時間（通信又は保守の態様によ

る細目について、料金表第１表（料金）に別

段の定めがある場合はその時間とします。）

以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（この表の１欄に規定する時

間の倍数である部分に限ります。）に対応す

るそのワイドエリアバーチャルスイッチサ

ービス（そのワイドエリアバーチャルスイッ

チサービスの一部を利用できなかった場合

は、その部分に限ります。）についての料金

 

２ 当社の故意又は重大な過失によりそのワイ そのことを当社が知った時刻以後の利用で
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ドエリアバーチャルスイッチサービスを全く

利用できない状態が生じたとき。 

きなかった時間について、その時間に対応す

るそのワイドエリアバーチャルスイッチサ

ービス（そのワイドエリアバーチャルスイッ

チサービスの一部を利用できなかった場合

は、その部分に限ります。）についての料金

３ 加入契約回線等の移転若しくは端末設備の

移転、他社接続回線接続変更、相互接続点又

はアクセスポイントの所在地の変更に伴っ

て、ワイドエリアバーチャルスイッチサービ

スを利用できなくなった期間が生じたとき

（契約者の都合によりワイドエリアバーチャ

ルスイッチサービスを利用しなかった場合で

あって、その設備を保留したときを除きま

す。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利用

できる状態とした日の前日までの日数に対

応するそのワイドエリアバーチャルスイッ

チサービス（そのワイドエリアバーチャルス

イッチサービスの一部を利用できなかった

場合は、その部分に限ります。）についての

料金 

４ ワイドエリアバーチャルスイッチサービス

の接続休止をしたとき。 

接続休止をした日から起算し、再び利用でき

る状態とした日の前日までの期間に対応す

るそのワイドエリアバーチャルスイッチサ

ービス（そのワイドエリアバーチャルスイッ

チサービスの一部を利用できなかった場合

は、その部分に限ります。）についての料金

 

３  第１項の期間において、契約者がワイドエリアバーチャルスイッチサービスと相互に接続する他社

接続回線又はイーサネットアクセス回線（「他社接続回線等」といいます。以下この項において同じと

します。）を利用することができない状態が生じたときのワイドエリアバーチャルスイッチサービスの

料金の支払いは、次によります。 

(1) 他社接続回線等の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他社接続回線等に係る契約者に

帰する事由により、他社接続回線等を利用することができなくなった場合であっても、契約者は、

そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、ワイドエリアバーチャルス

イッチサービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。 

区        別 支払いを要しない料金 

１  契約者の責めによらない理由により、他社

接続回線等と相互に接続するワイドエリアバ

ーチャルスイッチサービスを全く利用できな

い状態（その契約に係る電気通信設備による

すべての通信に著しい支障が生じ、全く利用

できない状態と同程度の状態となる場合を含

みます。）が生じた場合に、そのことを当社が

知った時刻から起算して、前項第２号の表の

１欄に規定する時間以上その状態が連続した

とき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（前項第２号の表

の１欄に規定する時間の倍数である部

分に限ります。）に対応するそのワイド

エリアバーチャルスイッチサービスに

ついての料金 

２ ワイドエリアバーチャルスイッチサービス

と相互に接続する他社接続回線等に係る協定

事業者又は当社の故意又は重大な過失により

そのワイドエリアバーチャルスイッチサービ

スを全く利用できない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間について、その時

間に対応するそのワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービス（そのワイドエ

リアバーチャルスイッチサービスの一

部を利用できなかった場合は、その部

分に限ります。）についての料金 
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４ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。 

５ 他社料金設定回線に係る料金の支払義務については、前４項の規定にかかわらず、第６節（他社料

金設定回線の料金の取扱い等）に規定するところによります。 

 

（工事費の支払義務） 

第43条 契約者は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承

諾を受けたときは、料金表第２表第１（工事費）に規定する工事費を支払っていただきます。 

 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除等」

といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われている

ときは、当社は、その工事費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していた

だきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額

とします。 

 

（線路設置費の支払義務） 

第44条 契約者は、次の場合には、料金表第２表第２（線路設置費）に規定する線路設置費を支払って

いただきます。 

ただし、アクセス回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下こ

の条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既に線路

設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還します。 

(1) アクセス回線の終端が区域外（収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとしま

す。）となるワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 

(2) アクセス回線の終端が区域外にあるアクセス回線について、その品目等の変更の請求をし、その

承諾を受けたとき。 

(3) 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる加入契約回線等の移転（移転後のアクセス回線の終

端が移転前のアクセス回線の終端と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物

内となるものを除きます。）の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事（区域外におけるアクセス回線の新設の工事に限りま

す。）の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要

する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

 （設備費の支払義務） 

第45条 契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要するワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込

み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表第３（設備費）に規定する設備費を支払っ

ていただきます。 

  ただし、アクセス回線の設備等の工事の着手前に解除等があった場合は、この限りではありません。
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この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。 

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事（解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっ

ている部分に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合

において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

第３節 料金の計算等 

 

（料金の計算方法等） 

第46条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところ

によります。 

 

（料金等支払いの連帯責任） 

第47条 共同契約を締結している各契約者は、契約者が支払うべき料金、工事に関する費用又は割増金

等の料金以外の債務の支払いについて、連帯して責任を負っていただきます。 

 

 

第４節 割増金及び遅延損害金 

 

（割増金） 

第 48 条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、

その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算し

た額を割増金として支払っていただきます。 

 

（遅延損害金） 

第 49 条 契約者は、料金その他の債務（遅延損害金を除きます。）について支払期日を経過してもなお

支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの日数について、年 10%

の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 

 

第５節 他社料金設定回線の料金の取扱い等 
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（他社料金設定回線の料金の取扱い等） 

第 50 条 アクセス回線のうち別記５に定めるものについては、他社料金設定回線とし、その契約者は、

相互接続協定に基づき料金設定事業者（協定事業者のうち、当社の役務提供区間と協定事業者の役務

提供区間を合わせて料金を設定する協定事業者をいいます。以下同じとします。）の契約約款及び料金

表等に定めるところにより、その料金の支払いを要します。 

２ 前項の場合において、料金設定事業者及びその料金に関する具体的な取扱いは、相互接続協定に基

づき別記６に定めるところによります。 
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第 12 章 保守 

 

（契約者の維持責任） 

第51条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただ

きます。 

 

（契約者の切分責任） 

第52条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が加入契約回線又は特定契約者回線に接続され

ている場合であって、加入契約回線又は特定契約者回線を利用することができなくなったときは、そ

の自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていだ

きます。 

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ

サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契

約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあ

ったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用

の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 

（修理又は復旧の順位） 

第53条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又

は復旧することができないときは、第39条（通信利用の制限等）の規定により優先的に取り扱われる

通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合にお

いて、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議によ

り定めたものに限ります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

警察機関に設置されるもの 

防衛機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

選挙管理機関に設置されるもの 

別記 14に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関

に設置されるもの 

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを

除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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（注）当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にそのワイドエリア

バーチャルスイッチサービスに係る電気通信設備を変更することがあります。 
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第 13 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第54条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを提供すべき場合において、当社又は協定

事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのワイドエリアバーチャルスイ

ッチサービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとし

ます。）にあることを当社が知った時刻から起算して、第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の表

の１欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 

 ただし、協定事業者が協定事業者の電気通信サービスに関する契約約款及び料金表等に定めるところ

によりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。 

２ 前項の場合において、当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスが全く利用できない状態

にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（第42条第２項第２号の表の１欄に規

定する時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じとします。）に対応するそのワイド

エリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額（この約款の規定により当社が定める料金額（その

ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの一部を全く利用できない状態の場合は、その部分に係る

料金額）に限ります。）を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 当社の故意又は重大な過失によりワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供をしなかったと

きは、前項の規定は適用しません。 

（注）本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に

当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。 

 

（免責） 

第 55 条 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、

撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた

場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条

において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用につ

いては負担しません。 

 ただし、端末設備等の接続の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といいます。）の規定の

変更（ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的

条件の規定の適用の変更を含みます。）により、現に加入契約回線又は特定契約者回線に接続されてい

る自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用の

うちその変更した規定に係る部分に限り負担します。 
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第 14 章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第56条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困

難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者に通知します。 

 ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第57条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはず

し、変更し、分解し、若しくは破損し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電

気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 

(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ

契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。 

(4) 当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注

意をもって保管すること。 

(5) 違法に、又は公序良俗に反する態様で、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスを利用しない

こと。 

２ 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期

日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 
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（他人に使用させる場合の契約者の義務） 

第58条 契約者は、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を契約

者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。 

(1) 契約者は、前条の規定の適用については、善良の管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当

社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為につ

いても、当社に対し責任を負っていただきます。 

(2) 契約者は、当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づき設置した電気通信設備に関する

料金又は工事に関する費用のうち、その設備を使用する者の使用によるものについても、当社に対

して支払いの責任を負っていただきます。 

(3) 契約者は、当社が別に定める事項について、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続する自

営端末設備又は自営電気通信設備のうち、その加入契約回線を使用する者の設置に係るものについ

ても、当社に対して責任を負っていただきます。 

（注）本条第３号に規定する当社が別に定める事項は、次に掲げるこの約款の規定の適用とします。 

ア 第 52条（契約者の維持責任） 

イ 第 53条（契約者の切分責任） 

ウ 別記８（自営端末設備の接続） 

エ 別記９（自営端末設備に異常がある場合等の検査） 

オ 別記10（自営電気通信設備の接続） 

カ 別記11（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査） 

 

（契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等） 

第59条 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記７に定めるとこ

ろによります。 

 

（技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第60条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとし

ます。 

 

 

（契約者からの通知） 

第61条 当社は、他社接続回線について、第11条（ワイドエリアバーチャルスイッチ契約申込の方法）

に規定する事項その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について契約者から速やかに

ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。 

 

（契約者の氏名等の通知） 

第62条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者（その協定事業者とワイドエリアバーチ

ャルスイッチサービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及び住所等

をその協定事業者に通知することがあります。 
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（協定事業者からの通知） 

第63条 当社は、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からその料

金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を当社が受けることについて、

契約者に同意していただきます。 

 

（協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行） 

第64条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款及び料金表

等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関

する費用について、その協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを

行うことがあります。 

(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていな

いとき、又は怠るおそれがないとき。 

(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が当社が定め

る支払期日を経過してもなお支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。 

 

（協定事業者によるワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する料金等の回収代行） 

第65条 当社は、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約款の規定にその契約

者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者（当

社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。）が請求し、回収する取扱

いを行うことがあります。 

(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていな

いとき、又は怠るおそれがないとき。 

(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 

(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その契約者が協定

事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱

いを廃止します。 

 

（法令に規定する事項） 

第66条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項に

ついては、その定めるところによります。 

（注）法令に定める事項については、別記８から12に定めるところによります。 
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（契約者情報の取扱い） 

第67条 当社は、契約者に係る情報について、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの付加機能を

提供する場合に、契約者の利便性の向上を図ること、円滑な運営、保守を実施することを目的として、

その目的達成に必要な範囲内で利用します。 

 

 （閲覧） 

第 68条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供しま

す。 

 

第 15 章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第69条 ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに関する附帯サービスの取り扱いについては、別記

13及び16に定めるところによります。 
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別 記 

１ ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供区域等 

(1) 当社のワイドエリアバーチャルスイッチサービスは、加入契約回線、特定契約者回線の終端相互

間、加入契約回線又は特定契約者回線の終端と相互接続点又はアクセスポイントとの間、相互接続

点相互間、アクセスポイント相互間および相互接続点とアクセスポイントの間において提供します。 

(2) １の契約者回線群を構成することが可能であるアクセス回線（料金表に定めるプラン２に係るも

のに限ります。）の終端の場所は、次表に定める地域の都道府県の区域内に限ります。 

地 域 都道府県の区域 

北海道 北海道 

東 北 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 

関 東 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 

静岡県（富士川以東） 

中 部 愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県（富士川以西） 

北 陸 石川県、富山県、福井県（一部を除く） 

関 西 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部 

中 国 広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県 

四 国 香川県、徳島県、高知県、愛媛県 

九 州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

沖 縄 沖縄県 

２ 契約者の地位の承継 

(1) 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人

若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えてワイドエリアバーチャルスイ

ッチサービス取扱所に通知していただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と

定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代

表者として取り扱います。 

３ 契約者の氏名等の変更 

(1) 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速や

かにワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所に通知していただきます。 

(2) (1)の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくこ

とがあります。 
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４ 協定事業者 

北海道総合通信網株式会社 

東北インテリジェント通信株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

中部テレコミュニケーション株式会社株式会社ケイ・オプティコム 

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ 

株式会社ＳＴＮｅｔ 

九州通信ネットワーク株式会社 

沖縄通信ネットワーク株式会社 

東日本電信電話株式会社 

西日本電信電話株式会社 

当社 

 

５ 他社料金設定回線 

  当社は、当社が別に定める協定事業者の契約に基づき設置される電気通信設備と接続するアクセス回

線について、他社料金設定回線として取り扱います。 

 

６ 他社料金設定回線の料金の取扱い等 

(1) 他社料金設定回線に係る料金は、その他社料金設定回線とその他社料金設定回線と接続される他

社接続回線とを合わせて定めるものとし、その他社接続回線（その他社接続回線が２以上の協定事

業者に係るものであるときは、当社が別に定める協定事業者とします。以下この別記６において同

じとします。）に係る協定事業者の契約約款及び料金表等に定めるところによります。 

(2) (1)の規定により、他社接続回線に係る協定事業者が定める料金に関するその他の取扱いについて

は、この約款に定めるものを除き、その協定事業者の契約約款及び料金表等に定めるところにより

ます。 

 

７ 契約者からの加入契約回線及び端末設備の設置場所の提供等 

(1) 加入契約回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社が

加入契約回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。 

(2) 当社がワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備

に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。 

(3) 契約者は、加入契約回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内におい

て、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、

自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。 

 

８ 自営端末設備の接続 

(1) 契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線の終端において、又はその終端に接続されてい

る電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線に自営端末設備を接続するときは、

その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53条第１項に規定する技術基準

適合認定を受けた端末機器又は事業法第63条第２項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末
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機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただき

ます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

  ア  その接続が技術基準等に適合しないとき。 

  イ  その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当する

ときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号）第4条で

定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、

又は実地に監督させる必要があります。 

 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱いま

す。 

(7) 契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずした

ときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

９ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 

(1) 当社は、加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その

他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自

営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。

この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第２項で定める場合を除

き、検査を受けることを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等の規定等に適合していると認められないとき

は、契約者は、その自営端末設備を加入契約回線又は特定契約者回線から取りはずしていただきま

す。 

 

10 自営電気通信設備の接続 

(1) 契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線の終端において、又はその終端に接続されてい

る電気通信設備を介して、その加入契約回線又は特定契約者回線に自営電気通信設備を接続すると

きは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の

内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただき

ます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

  ア  その接続が技術基準等に適合しないとき。 

  イ  その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 70

条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当する
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ときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) 契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則（昭和60年郵政省令第28号）第4条で

定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行

わせ、又は実地に監督させる必要があります。 

ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱

います。 

(7) 契約者は、その加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはず

したときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 

  加入契約回線又は特定契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気

通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記９（自営端末設備に異常がある場

合等の検査）の規定に準じて取り扱います。 

 

12  当社の維持責任 

  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30 号）に

適合するよう維持します。 

 

13 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約の申込みをする者又は契約者から要請があったときは、

協定事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出、その他電気通信サービスに係る事項

について、手続きの代行を行います。 

 

14 新聞社等の基準 

区 分 基     準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議すること

を目的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 電波法（昭和 25 年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受けた

者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新

聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報（広

告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社

 



- 31 - 

15 技術資料の項目 

自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 

(1)物理的条件 

(2)電気的条件及び光学的条件 

(3)論理的条件 

  (注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 
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通 則 

 

（料金の設定） 

１ 他社接続回線（当社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。）又はイーサネットアクセス回

線と接続して提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金及び工事に関する費用につ

いては、当社の提供区間と当社が別に定める協定事業者の提供区間とを併せて当社が設定します。 

２ 他社接続回線（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係るものに限ります。）と接

続して提供するワイドエリアバーチャルスイッチサービス（高速ディジタル伝送方式のものに限りま

す。）に係る料金に関する費用については、当社の提供区間と東日本電信電話株式会社及び西日本電信電

話株式会社の提供区間とを併せて当社が設定します。 

 

（料金の計算方法等） 

３ 当社は、契約者がそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約に基づいて支払う料金を暦月に従って

計算します。 

４ 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められる料金（以下「月額料金」といいます。）をその

利用日数に応じて日割します。 

(1) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始（端末設備につい

てはその提供の開始）があったとき。 

(2) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除（端末設備についてはその廃

止）があったとき。 

(3) 暦月の初日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの提供の開始（端末設備についてはその

提供の開始）を行い、その日にそのワイドエリアバーチャルスイッチ契約の解除（端末設備につい

てはその廃止）があったとき。 

(4) 暦月の初日以外の日にワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更等により月額料

金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあ

った日から適用します。 

(5) 第 42条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定に該当するとき。 

５ ４の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。 

 

（端数処理） 

６ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を

切り捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

７ 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するワイ

ドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。 

８ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 
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（料金等の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、７及び８の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、２か

月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

10 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条

件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

（注）10 に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることと

します。 

 

（消費税相当額の加算） 

11 第 42 条（料金の支払義務）から第 42 条（設備費の支払義務）までの規定その他この約款の規定に

より料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に

定める額（税抜額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。））に基づき計算した

額に消費税相当額を加算した額とします。 

なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額（税抜額に消費税相当額を加算した

額をいいます。以下同じとします）により計算した額とは差が生じる場合があります。 

（注）この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。 

 

（料金等の臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 
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第１表 料金 

第１ ワイドエリアバーチャルスイッチ契約に関するもの 

 

１ 適 用 

区  分 内           容 

(1) 収容区域及び

加入区域の設定 

 

ア 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局にアクセ

ス回線を収容する区域（以下「収容区域」といいます。）及びその収

容区域のうち、特別な料金（線路設置費及び線路に関する加算額）の

支払いを必要としないでワイドエリアバーチャルスイッチサービス

を提供する区域（以下「加入区域」といいます。）を定めます。 

イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、

地理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮して設

定します。 

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。

ア 高速ディジタル伝送方式のもの（他社接続回線が当社が別に定める

協定事業者の契約約款及び料金表等に規定する高速ディジタル伝送

サービス（Ｙインタフェースのもの及び多重アクセスを利用するもの

以外のものとします。）であるとき、又は加入契約回線が別表の１に

規定するユーザ・網インタフェースに係るものであるとき） 

 品 目 内           容 

 128kb/s 128kbit/s の符号伝送が可能なもの 

 512kb/s 512kbit/s の符号伝送が可能なもの 

(2) 品目に係る料

金の適用 

 

 1.5Mb/s 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

イ ＡＴＭ方式のもの（他社接続回線が当社が別に定める協定事業者の

契約約款及び料金表等に規定するＡＴＭ専用サービス（エコノミーク

ラスのものであって、端末回線多重を利用するもの及び回線内速度設

定を利用するもの以外のものに限ります。）若しくは、加入契約回線

が別表の２に規定するユーザ・網インタフェースに係るものであると

き） 

 品 目 内           容 

 

 3Mb/s から 1Mb/s ごとに

120Mb/s までの品目 

料金表別表１の（１）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

ウ イーサネット方式のもの （ア、イ、又はエ以外のもの） 

① ②③以外のもの 

タイプ１ （タイプ２以外のもの） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 20Mb/sから100Mb/sごと

に 10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 200Mb/s から 100Mb/s ご

とに 900Mb/s までの品目

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの 

 

 備考 

 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当

社が別に定めるワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局

の収容区域内に限ります。 

 タイプ２ （トラフィックフリー機能を利用するもの） 
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 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 90Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 備考 

 契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、当

社が別に定めるワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局

の収容区域内に限ります。 

当社の業務の遂行上支障があるときは、提供を行わないことがあ

ります。 

 トラフィックフリー通信については、0.5Mb/s から 9Mb/s の品目

は 10Mb/s の、10Mb/s から 90Mb/s の品目は 100Mb/s の符号伝送を

可能とします。 

当社は、契約者が別に定める条件に適合しない利用または設定が行

われた場合、契約者に利用および設定の変更措置を依頼させていた

だく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施

いただけない場合、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利

用停止措置を行う場合があります。 

 

② イーサネットアクセス回線を利用して行うもの 

タイプ１ （タイプ２以外のもの） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 100Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から 100Mb/s ご

とに 900Mb/s までの品目

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの 

 

 

備考 

 イーサネットアクセス回線を利用するものについては、第 42 条

（料金の支払義務）第２項第２号の表の１欄中「１時間」とあるの

は、「12 時間」と読み替えて適用するものとします。 

タイプ２ （トラフィックフリー機能を利用するもの） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 

 20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 90Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 
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 備考 

 イーサネットアクセス回線を利用するものについては、第 42 条

（料金の支払義務）第２項第２号の表の１欄中「１時間」とあるの

は、「12 時間」と読み替えて適用するものとします。 

当社の業務の遂行上支障があるときは、提供を行わないことがあ

ります。 

 トラフィックフリー通信については、0.5Mb/s から 9Mb/s の品目

は 10Mb/s の、10Mb/s から 90Mb/s の品目は 100Mb/s の符号伝送を

可能とします。 

当社は、契約者が別に定める条件に適合しない利用または設定が行

われた場合、契約者に利用および設定の変更措置を依頼させていた

だく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実施

いただけない場合、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの利

用停止措置を行う場合があります。 

 

③ 特定契約者回線を利用して行うもの 

タイプ１ （タイプ２、３以外のもの） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 100Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 200Mb/s から 100Mb/s ご

とに 900Mb/s までの品目

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの 

 

 備考 

契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、取

扱局内の当社が指定する場所または当社が指定する場所に限りま

す。 

タイプ２ （トラフィックフリー機能を利用するもの） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 

 20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 90Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 
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 備考 

契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、取

扱局内の当社が指定する場所または当社が指定する場所に限りま

す。 

当社の業務の遂行上支障があるときは、提供を行わないことがあ

ります。 

トラフィックフリー通信については、0.5Mb/s から 9Mb/s の品目

は 10Mb/s の、10Mb/s から 90Mb/s の品目は 100Mb/s の符号伝送を

可能とします。 

当社は、契約者が別に定める条件に適合しない利用または設定が

行われた場合、契約者に利用および設定の変更措置を依頼させてい

ただく場合があります。当社からの変更依頼に対して変更措置を実

施いただけない場合、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの

利用停止措置を行う場合があります。 

タイプ３ （プラットフォーム回線） 

 品 目 内           容 

 0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

 1Mb/s から 1Mb/s ごとに

10Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

20Mb/s から 10Mb/s ごと

に 100Mb/s までの品目 

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

200Mb/s から 100Mb/s ご

とに 900Mb/s までの品目

料金表別表１の（２）に規定する伝送速

度までの符号伝送が可能なもの 

 

1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの 

 備考 

契約者が指定することができるアクセス回線の終端の場所は、取

扱局内の当社が指定する場所または当社が指定する場所に限りま

す。 

 

 

エ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 

 品 目 内           容 

 ベストエフォート 符号伝送速度を規定しないもの 

 

 備考 

第５種総合オープン通信網サービス（コースⅠ（タイプⅡ（プラ

ンⅠ（特定通信限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの）、

タイプⅣ（プランⅠ（特定通信限定利用型に係るものに限ります。）

に係るもの）、タイプⅤ（プランⅠ（特定通信限定利用型に係るも

のに限ります。）に係るもの）、タイプⅦ（プランⅠ（特定通信限定

利用型に係るものに限ります。）に係るもの）に限ります。）、及び

コースⅡ（タイプⅡ（プランⅠ（特定通信限定利用型に係るものに

限ります。）に係るもの）、タイプⅣ（プランⅠ（特定通信限定利用

型に係るものに限ります。）に係るもの）、タイプⅦ（プランⅠ（特

定通信限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの）に限りま

す。））に係るもの 

  

(3) 細目に係る料

金の適用 

当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係る料金額を適用

するにあたって、次表のとおり通信又は保守の態様による細目を定めま

す。 

ア 高速ディジタル伝送方式のものに係るアクセス回線には、次の保守

の態様による細目があります。 
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 区 別 内           容 

 通常クラス エコノミークラス以外のもの 

 エコノミー

クラス 

アクセス回線に係る故障の監視を回線単位で行わ

ないもの 

 備考 

１ エコノミークラスは、128kb/s、1.5Mb/s の品目に限り提供しま

す。 

２ エコノミークラスのものについては、第 42 条（料金の支払義

務）第２項第２号の表の１欄中「１時間」とあるのは、「12 時間」

と読み替えて適用するものとします。 

イ ＡＴＭ方式のもの（タイプ１のものに限ります。）に係るアクセス

回線には、次の通信の態様による細目があります。 

 区 別 内           容 

 １芯式 アクセス回線が１芯式のもの 

２芯式 アクセス回線が２芯式のもの 

 

 

備考 

45Mb/s から 120Mb/s までの品目にあっては２芯式、その他の品目

にあっては１芯式又は２芯式のものがあります。 

  

当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおりプランを定めます。

 区 別 内           容 

 プラン１ 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て

同一の都道府県内にあるもの 

 プラン２ 契約者回線群に所属するアクセス回線の終端が全て

同一の別記１に定める地域内にあるものであって、

プラン１以外のもの 

 プラン３ プラン１又はプラン２以外のもの 

(4) プランに係る

料金の適用 

 

(5) 最低利用期間

内に契約の解除

等があった場合

の料金の適用 

ア ワイドエリアバーチャルスイッチサービスには、最低利用期間があ

ります。 

イ 契約者は、最低利用期間内にワイドエリアバーチャルスイッチサー

ビス契約の解除があった場合は、第 42 条（料金の支払義務）及び料

金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相

当する額を一括して支払っていただきます。 

(8)  同一都県内

に終始する契約

者回線群に所属

するアクセス回

線の回線使用料

の割引の適用 

当社は、料金表別表４に規定するところにより同一都県内に終始する契

約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引を適用します。
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(9) サービス品質

（遅延時間）に

係る料金の適用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区域において当社が別に定める方法

により測定した遅延時間（その１のワイドエリアバーチャルスイッチ

サービス取扱局の一端から送信されたＩＰパケットのそのワイドエ

リアバーチャルスイッチサービス取扱局の往復に要する時間をいい

ます。）の暦月単位での平均時間が 35 ミリ秒を越えた場合は、１の料

金月におけるワイドエリアバーチャルスイッチサービスの回線使用

料から他社接続回線基本料と他社接続回線通信料を除いた額（以下

「返還基準額」といいます。なお、当該回線使用料、回線基本料及び

回線通信料は、この表の(1)欄から(9)欄までの適用又は料金表通則の

４の規定（第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の規定に係るも

のを除きます。）による場合は、適用した後の額とします。）に 1/30

を乗じて得た額（以下「遅延時間返還額」といいます。）をその契約

者に返還します。 

ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、

利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 

イ イ この欄の規定、(11)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金

の返還又は約款第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定

若しくは同条第３項第２号の表の規定による取扱いを１の料金月に

同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の

規定に定めるところによります。 

(10) 網稼働率に

係る料金の適用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当

社が別に定める方法により測定した稼働率（契約者の責めによらない

理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利

用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著

しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を

含みます。）が生じた場合の時間（そのことを当社が知った時刻から

起算して、その状態が連続した時間をいいます。）を１の料金月ごと

に合算した時間を、その料金月（30 日を基準とします）における利用

日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月にお

ける利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下

同じとします。）について、その稼働率が 99.99%を下回った場合は、

返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額（以下「網稼働率返還

額」といいます。）をその契約者に返還します。 

ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、

利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 

そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル伝

送方式のもの（エコノミークラスのものは除きます）、ＡＴＭ方式の

もの、又はイーサネット方式のもの 

網 稼 働 率 料 金 返 還 率 

99.80%以上 99.99%未満 1/90 

98.00%以上 99.80%未満 1/30 

95.00%以上 98.00%未満 1/10 

90.00%以上 95.00%未満 1/5 

90.00%未満のとき 1/1 

イ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金

の返還又は約款第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定

若しくは同条第３項第２号の表の規定による取扱いを１の料金月に

同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の

規定に定めるところによります。 
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(11) 回線稼働率

に係る料金の適

用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間の提供区間において、当社が別

に定める方法により測定した稼働率（契約者の責めによらない理由に

より、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全く利用でき

ない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。）が生じた場合の時間（そのことを当社が知った時刻から起算し

て、その状態が連続した時間をいいます。）を１の料金月ごとに合算

した時間を、その料金月における利用日数に 24 を乗じて得た時間か

ら減じて得た時間を、その料金月（30 日を基準とします）における利

用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じと

します。）について、その稼働率が 99.9%を下回った場合は、返還基準

額に下表の料金返還率を乗じて得た額（以下「回線稼働率返還額」と

いいます。）をその契約者に返還します。 

ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、

利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 

① そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル

伝送方式のもの（エコノミークラスのものは除きます）、ＡＴＭ方式の

もの、又はイーサネット方式のもの（イーサネットアクセス回線を使用

して行うものを除きます） 

回 線 稼 働 率 料 金 返 還 率 

99.8%以上 99.9%未満 1/90 

98.0%以上 99.8%未満 1/30 

95.0%以上 98.0%未満 1/20 

90.0%以上 95.0%未満 1/10 

90.00%未満のとき 1/5 

② そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットア

クセス回線を使用して行うもの 

回 線 稼 働 率 料 金 返 還 率 

99.8%以上 99.9%未満 1/90 

98.0%以上 99.8%未満 1/30 

95.0%以上 98.0%未満 1/20 

90.0%以上 95.0%未満 1/10 

 

イ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(12)欄の規定による料金

の返還又は約款第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定

若しくは同条第３項第２号の表の規定による取扱いを１の料金月に

同時に複数行う場合の遅延時間返還額の取扱いについては、(12)欄の

規定に定めるところによります。 
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(12) サービス品

質（故障回復時

間）に係る料金

の適用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間において、契約者の責めによら

ない理由により、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスを全

く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての通信

に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。）が生じた場合（の時間（そのことを当社が知った時

刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。）が１時間以

上連続したときに限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た

額（以下｢故障回復時間返還額｣といいます。）をその契約者に返還し

ます。 

  ただし、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスについて、

利用中止又は利用停止があったときは、この限りではありません。 

① そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスが高速ディジタル伝

送方式のもの（エコノミークラスのものは除きます）、ＡＴＭ方式のもの、

又はイーサネット方式のもの（イーサネットアクセス回線を使用して行

うものを除きます） 

上記の状態が連続した時間 料 金 返 還 率 

１時間以上２時間未満 10% 

２時間以上４時間未満 20% 

４時間以上６時間未満 30% 

６時間以上８時間未満 40% 

８時間以上４８時間未満 50% 

４８時間以上 100% 

② そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットアク

セス回線を使用して行うもの 

上記の状態が連続した時間 料 金 返 還 率 

１時間以上 10%  
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 イ アの場合において、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービス

を全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備による全ての

通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態とな

る場合を含みます。）が複数回発生した場合、それぞれの故障回復時

間返還額の合計額を返還します。 

ウ アの規定により故障回復時間返還額を返還する場合は、約款第 42

条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定は適用しません。ただ

し、そのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネットア

クセス回線を使用して行うものであって、約款第 42 条（料金の支払

義務）第２項第２号の表の規定により支払いを要しないとされる料金

がアの規定により返還する料金を超える場合、約款第 42 条（料金の

支払義務）第２項第２号の表の規定を適用し、この欄の規定は適用し

ません。 

エ この欄の規定、(10)欄の規定若しくは(11)欄の規定による料金の返

還又は約款第 42 条（料金の支払義務）第２項第２号の表の規定若し

くは同条第３項第２号の表の規定による取扱いを１の料金月に同時

に複数行う場合は、当社は、遅延時間返還額、網稼働率返還額、回線

稼働率返還額、故障回復時間返還額､及び約款第 42 条（料金の支払義

務）第２項第２号の規定又は同条第３項第２号の規定により支払いを

要しない料金の合計額を返還します。 

ただし、その合計額がその契約者に係る１の料金月におけるワイド

エリアバーチャルスイッチサービスの返還基準額を超える場合は、当

社は、その返還基準額を返還します。 

(13) アクセス回

線の終端が区域

外にある場合の

加算額の適用 

ア そのアクセス回線が収容されているワイドエリアバーチャルスイ

ッチサービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱（アクセス回

線の終端に最も近い距離にある電柱（ケーブル引込みの場合は配線

盤）をいいます。以下同じとします。）までの線路（以下「区域外線

路」といいます。）について、区域外線路の加算額を適用します。 

イ 加入区域の設定・変更、加入契約回線等の移転等により区域外線路

の変更があったときは、加算額を再算定します。 

ウ そのアクセス回線が異経路（(14)の「異経路の線路」の部分に限り

ます。）によるものであるときは、前ア、イの規定は適用しません。 

(14) 異経路によ

るアクセス回線

の加算額の適用 

ア アクセス回線の終端が直接収容されているワイドエリアバーチャ

ルスイッチサービス取扱局の収容区域を超える地点から引込柱まで

の線路（以下「異経路の線路」といいます。）について、異経路の線

路の加算額を適用します。 

イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したとき

は、再算定します。 

(15) 特別電気通

信設備の加算額

の適用 

アクセス回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、

特別電気通信設備の加算額を適用します。 

(16) 回線接続装

置等の加算額の

適用 

当社及び当社が別に定める協定事業者が回線接続装置等を提供した場合

に、回線接続装置等の加算額を適用します。 

 

(17) 配線設備の

加算額の適用 

当社及び当社が別に定める協定事業者が配線設備を提供した場合に、

次の配線ごとに配線設備の加算額を適用します。 

ア アクセス回線の終端から１のジャック又はローゼット（ジャック又

はローゼットが設置されない場合は、自営端末設備、回線接続装置又

は回線終端装置（イーサネット方式のものに係るものに限ります。）

とします。以下この欄において同じとします。）までの間の配線 

イ １のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットま
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での間の配線 

(18) 復旧等に伴

いアクセス回線

の経路を変更し

た場合の料金の

適用 

故障又は滅失したアクセス回線の修理又は復旧をする場合に一時的にそ

の経路を変更した場合の回線使用料（区域外線路に関する加算額を含み

ます。）は、そのアクセス回線を変更前の経路において修理又は復旧した

ものとみなして適用します。 

(19) 付加機能に

係る料金の適用 

当社が提供する付加機能を利用した場合、第１表（料金）の第４に定め

る額を適用します。 
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２ 回線使用料 

２－１ プラン１に係るもの 

 

（１）高速ディジタル伝送方式のもの 

    ア 通常クラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

（税込額）
区  分 

アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

128kb/s のもの 78,000 円(81,900 円) 82,000 円(86,100 円)

512kb/s のもの 112,000 円(117,600 円) 118,000 円(123,900 円)

1.5Mb/s のもの 360,000 円(378,000 円) 380,000 円(399,000 円)

 

    イ エコノミークラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

128kb/s のもの 44,000 円(46,200 円) 46,000 円(48,300 円)

1.5Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円) 208,000 円(218,400 円)

 

（２）ＡＴＭ方式のもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

3Mb/s のもの 294,000 円(308,700 円) 309,000 円(324,450 円)

4Mb/s のもの 371,000 円(389,550 円) 390,000 円(409,500 円)

5Mb/s のもの 406,000 円(426,300 円) 427,000 円(448,350 円)

6Mb/s のもの 421,000 円(442,050 円) 443,000 円(465,150 円)

7Mb/s のもの 484,000 円(508,200 円) 509,000 円(534,450 円)

8Mb/s のもの 524,000 円(550,200 円) 551,000 円(578,550 円)

9Mb/s のもの 561,000 円(589,050 円) 590,000 円(619,500 円)

10Mb/s のもの 598,000 円(627,900 円) 629,000 円(660,450 円)

11Mb/s のもの 620,000 円(651,000 円) 652,000 円(684,600 円)

12Mb/s のもの 639,000 円(670,950 円) 672,000 円(705,600 円)

13Mb/s のもの 658,000 円(690,900 円) 692,000 円(726,600 円)

14Mb/s のもの 677,000 円(710,850 円) 712,000 円(747,600 円)

15Mb/s のもの 696,000 円(730,800 円) 732,000 円(768,600 円)

16Mb/s のもの 715,000 円(750,750 円) 752,000 円(789,600 円)

17Mb/s のもの 734,000 円(770,700 円) 772,000 円(810,600 円)

18Mb/s のもの 753,000 円(790,650 円) 792,000 円(831,600 円)

19Mb/s のもの 772,000 円(810,600 円) 812,000 円(852,600 円)

20Mb/s のもの 787,000 円(826,350 円) 828,000 円(869,400 円)

21Mb/s のもの 804,000 円(844,200 円) 846,000 円(888,300 円)

22Mb/s のもの 821,000 円(862,050 円) 864,000 円(907,200 円)
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23Mb/s のもの 838,000 円(879,900 円) 882,000 円(926,100 円)

24Mb/s のもの 855,000 円(897,750 円) 900,000 円(945,000 円)

25Mb/s のもの 872,000 円(915,600 円) 918,000 円(963,900 円)

26Mb/s のもの 889,000 円(933,450 円) 936,000 円(982,800 円)

27Mb/s のもの 906,000 円(951,300 円) 954,000 円(1,001,700 円)

28Mb/s のもの 923,000 円(969,150 円) 972,000 円(1,020,600 円)

29Mb/s のもの 940,000 円(987,000 円) 990,000 円(1,039,500 円)

30Mb/s のもの 951,000 円(998,550 円) 1,001,000 円(1,051,050 円)

31Mb/s のもの 967,000 円(1,015,350 円) 1,018,000 円(1,068,900 円)

32Mb/s のもの 983,000 円(1,032,150 円) 1,035,000 円(1,086,750 円)

33Mb/s のもの 999,000 円(1,048,950 円) 1,052,000 円(1,104,600 円)

34Mb/s のもの 1,015,000 円(1,065,750 円) 1,069,000 円(1,122,450 円)

35Mb/s のもの 1,031,000 円(1,082,550 円) 1,086,000 円(1,140,300 円)

36Mb/s のもの 1,047,000 円(1,099,350 円) 1,103,000 円(1,158,150 円)

37Mb/s のもの 1,063,000 円(1,116,150 円) 1,120,000 円(1,176,000 円)

38Mb/s のもの 1,079,000 円(1,132,950 円) 1,137,000 円(1,193,850 円)

39Mb/s のもの 1,095,000 円(1,149,750 円) 1,154,000 円(1,211,700 円)

40Mb/s のもの 1,108,000 円(1,163,400 円) 1,166,000 円(1,224,300 円)

41Mb/s のもの 1,128,000 円(1,184,400 円) 1,187,000 円(1,246,350 円)

42Mb/s のもの 1,148,000 円(1,205,400 円) 1,208,000 円(1,268,400 円)

43Mb/s のもの 1,168,000 円(1,226,400 円) 1,229,000 円(1,290,450 円)

44Mb/s のもの 1,188,000 円(1,247,400 円) 1,250,000 円(1,312,500 円)

45Mb/s のもの 1,208,000 円(1,268,400 円) 1,271,000 円(1,334,550 円)

46Mb/s のもの 1,228,000 円(1,289,400 円) 1,292,000 円(1,356,600 円)

47Mb/s のもの 1,248,000 円(1,310,400 円) 1,313,000 円(1,378,650 円)

48Mb/s のもの 1,268,000 円(1,331,400 円) 1,334,000 円(1,400,700 円)

49Mb/s のもの 1,288,000 円(1,352,400 円) 1,355,000 円(1,422,750 円)

50Mb/s のもの 1,307,000 円(1,372,350 円) 1,375,000 円(1,443,750 円)

51Mb/s のもの 1,319,000 円(1,384,950 円) 1,388,000 円(1,457,400 円)

52Mb/s のもの 1,331,000 円(1,397,550 円) 1,401,000 円(1,471,050 円)

53Mb/s のもの 1,343,000 円(1,410,150 円) 1,414,000 円(1,484,700 円)

54Mb/s のもの 1,355,000 円(1,422,750 円) 1,427,000 円(1,498,350 円)

55Mb/s のもの 1,367,000 円(1,435,350 円) 1,440,000 円(1,512,000 円)

56Mb/s のもの 1,379,000 円(1,447,950 円) 1,453,000 円(1,525,650 円)

57Mb/s のもの 1,391,000 円(1,460,550 円) 1,466,000 円(1,539,300 円)

58Mb/s のもの 1,403,000 円(1,473,150 円) 1,479,000 円(1,552,950 円)

59Mb/s のもの 1,415,000 円(1,485,750 円) 1,492,000 円(1,566,600 円)

60Mb/s のもの 1,425,000 円(1,496,250 円) 1,500,000 円(1,575,000 円)

61Mb/s のもの 1,434,000 円(1,505,700 円) 1,510,000 円(1,585,500 円)

62Mb/s のもの 1,443,000 円(1,515,150 円) 1,520,000 円(1,596,000 円)

63Mb/s のもの 1,452,000 円(1,524,600 円) 1,530,000 円(1,606,500 円)

64Mb/s のもの 1,461,000 円(1,534,050 円) 1,540,000 円(1,617,000 円)

65Mb/s のもの 1,470,000 円(1,543,500 円) 1,550,000 円(1,627,500 円)

66Mb/s のもの 1,479,000 円(1,552,950 円) 1,560,000 円(1,638,000 円)

67Mb/s のもの 1,488,000 円(1,562,400 円) 1,570,000 円(1,648,500 円)

68Mb/s のもの 1,497,000 円(1,571,850 円) 1,580,000 円(1,659,000 円)

69Mb/s のもの 1,506,000 円(1,581,300 円) 1,590,000 円(1,669,500 円)

70Mb/s のもの 1,515,000 円(1,590,750 円) 1,600,000 円(1,680,000 円)
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71Mb/s のもの 1,524,000 円(1,600,200 円) 1,610,000 円(1,690,500 円)

72Mb/s のもの 1,533,000 円(1,609,650 円) 1,620,000 円(1,701,000 円)

73Mb/s のもの 1,542,000 円(1,619,100 円) 1,630,000 円(1,711,500 円)

74Mb/s のもの 1,551,000 円(1,628,550 円) 1,640,000 円(1,722,000 円)

75Mb/s のもの 1,560,000 円(1,638,000 円) 1,650,000 円(1,732,500 円)

76Mb/s のもの 1,569,000 円(1,647,450 円) 1,660,000 円(1,743,000 円)

77Mb/s のもの 1,578,000 円(1,656,900 円) 1,670,000 円(1,753,500 円)

78Mb/s のもの 1,587,000 円(1,666,350 円) 1,680,000 円(1,764,000 円)

79Mb/s のもの 1,596,000 円(1,675,800 円) 1,690,000 円(1,774,500 円)

80Mb/s のもの 1,605,000 円(1,685,250 円) 1,700,000 円(1,785,000 円)

81Mb/s のもの 1,614,000 円(1,694,700 円) 1,710,000 円(1,795,500 円)

82Mb/s のもの 1,623,000 円(1,704,150 円) 1,720,000 円(1,806,000 円)

83Mb/s のもの 1,632,000 円(1,713,600 円) 1,730,000 円(1,816,500 円)

84Mb/s のもの 1,641,000 円(1,723,050 円) 1,740,000 円(1,827,000 円)

85Mb/s のもの 1,650,000 円(1,732,500 円) 1,750,000 円(1,837,500 円)

86Mb/s のもの 1,659,000 円(1,741,950 円) 1,760,000 円(1,848,000 円)

87Mb/s のもの 1,668,000 円(1,751,400 円) 1,770,000 円(1,858,500 円)

88Mb/s のもの 1,677,000 円(1,760,850 円) 1,780,000 円(1,869,000 円)

89Mb/s のもの 1,686,000 円(1,770,300 円) 1,790,000 円(1,879,500 円)

90Mb/s のもの 1,695,000 円(1,779,750 円) 1,800,000 円(1,890,000 円)

91Mb/s のもの 1,704,000 円(1,789,200 円) 1,810,000 円(1,900,500 円)

92Mb/s のもの 1,713,000 円(1,798,650 円) 1,820,000 円(1,911,000 円)

93Mb/s のもの 1,722,000 円(1,808,100 円) 1,830,000 円(1,921,500 円)

94Mb/s のもの 1,731,000 円(1,817,550 円) 1,840,000 円(1,932,000 円)

95Mb/s のもの 1,740,000 円(1,827,000 円) 1,850,000 円(1,942,500 円)

96Mb/s のもの 1,749,000 円(1,836,450 円) 1,860,000 円(1,953,000 円)

97Mb/s のもの 1,758,000 円(1,845,900 円) 1,870,000 円(1,963,500 円)

98Mb/s のもの 1,767,000 円(1,855,350 円) 1,880,000 円(1,974,000 円)

99Mb/s のもの 1,776,000 円(1,864,800 円) 1,890,000 円(1,984,500 円)

100Mb/s のもの 1,785,000 円(1,874,250 円) 1,900,000 円(1,995,000 円)

101Mb/s のもの 1,794,000 円(1,883,700 円) 1,909,000 円(2,004,450 円)

102Mb/s のもの 1,803,000 円(1,893,150 円) 1,918,000 円(2,013,900 円)

103Mb/s のもの 1,812,000 円(1,902,600 円) 1,927,000 円(2,023,350 円)

104Mb/s のもの 1,821,000 円(1,912,050 円) 1,936,000 円(2,032,800 円)

105Mb/s のもの 1,830,000 円(1,921,500 円) 1,945,000 円(2,042,250 円)

106Mb/s のもの 1,839,000 円(1,930,950 円) 1,954,000 円(2,051,700 円)

107Mb/s のもの 1,848,000 円(1,940,400 円) 1,963,000 円(2,061,150 円)

108Mb/s のもの 1,857,000 円(1,949,850 円) 1,972,000 円(2,070,600 円)

109Mb/s のもの 1,866,000 円(1,959,300 円) 1,981,000 円(2,080,050 円)

110Mb/s のもの 1,875,000 円(1,968,750 円) 1,990,000 円(2,089,500 円)

111Mb/s のもの 1,884,000 円(1,978,200 円) 1,999,000 円(2,098,950 円)

112Mb/s のもの 1,893,000 円(1,987,650 円) 2,008,000 円(2,108,400 円)

113Mb/s のもの 1,902,000 円(1,997,100 円) 2,017,000 円(2,117,850 円)

114Mb/s のもの 1,911,000 円(2,006,550 円) 2,026,000 円(2,127,300 円)

115Mb/s のもの 1,920,000 円(2,016,000 円) 2,035,000 円(2,136,750 円)

116Mb/s のもの 1,929,000 円(2,025,450 円) 2,044,000 円(2,146,200 円)

117Mb/s のもの 1,938,000 円(2,034,900 円) 2,053,000 円(2,155,650 円)

118Mb/s のもの 1,947,000 円(2,044,350 円) 2,062,000 円(2,165,100 円)

119Mb/s のもの 1,956,000 円(2,053,800 円) 2,071,000 円(2,174,550 円)
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120Mb/s のもの 1,965,000 円(2,063,250 円) 2,080,000 円(2,184,000 円)

備考 

  １（適用）(3)に定める通信の態様による細目が１芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円(2,100 円)を減額

するものとします。 

  ２（適用）(3)に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円(67,200 円)を加

算するものとします。 

 

（３）イーサネット方式のもの 

① ②③以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 185,000 円(194,250 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 189,000 円(198,450 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 193,000 円(202,650 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 200,000 円(210,000 円) 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 220,000 円(231,000 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 240,000 円(252,000 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 259,000 円(271,950 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 279,000 円(292,950 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 299,000 円(313,950 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 319,000 円(334,950 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 338,000 円(354,900 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 358,000 円(375,900 円) 845,000 円(887,250 円)

100Mb/s のもの 378,000 円(396,900 円) 910,000 円(955,500 円)

200Mb/s のもの 1,000,000 円(1,050,000 円) 1,8000,00 円(1,890,000 円)

300Mb/s のもの 1,063,000 円(1,116,150 円) 2,4750,00 円(2,598,750 円)

400Mb/s のもの 1,126,000 円(1,182,300 円) 3,1500,00 円(3,307,500 円)

500Mb/s のもの 1,189,000 円(1,248,450 円) 3,8250,00 円(4,016,250 円)

600Mb/s のもの 1,252,000 円(1,314,600 円) 4,500,000 円(4,725,000 円)

700Mb/s のもの 1,315,000 円(1,380,750 円) 5,1750,00 円(5,433,750 円)

800Mb/s のもの 1,378,000 円(1,446,900 円) 5,8500,00 円(6,142,500 円)

900Mb/s のもの 1,441,000 円(1,513,050 円) 6,5250,00 円(6,851,250 円)

1Gb/s のもの 1,500,000 円(1,575,000 円) 7,2000,00 円(7,560,000 円)

 

イ タイプ２のもの 
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料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 185,000 円(194,250 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 189,000 円(198,450 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 193,000 円(202,650 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 210,000 円(220,500 円) 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 220,000 円(231,000 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 240,000 円(252,000 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 259,000 円(271,950 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 279,000 円(292,950 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 299,000 円(313,950 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 319,000 円(334,950 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 338,000 円(354,900 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 358,000 円(375,900 円) 845,000 円(887,250 円)

 

②  イーサネットアクセス回線を使用して行うもの 

ア タイプ１のもの 

                             アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 185,000 円(194,250 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 189,000 円(198,450 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 193,000 円(202,650 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 200,000 円(210,000 円) 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 220,000 円(231,000 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 240,000 円(252,000 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 259,000 円(271,950 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 279,000 円(292,950 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 299,000 円(313,950 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 319,000 円(334,950 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 338,000 円(354,900 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 358,000 円(375,900 円) 845,000 円(887,250 円)
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100Mb/s のもの 378,000 円(396,900 円) 910,000 円(955,500 円)

100Mb/s を超えて

1Gb/s までのもの 
別途算定する実費 別途算定する実費

 

イ タイプ２のもの 

 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 185,000 円(194,250 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 189,000 円(198,450 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 193,000 円(202,650 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 210,000 円(220,500 円) 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 220,000 円(231,000 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 240,000 円(252,000 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 259,000 円(271,950 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 279,000 円(292,950 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 299,000 円(313,950 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 319,000 円(334,950 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 338,000 円(354,900 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 358,000 円(375,900 円) 845,000 円(887,250 円)

 

③ 特定契約者回線を使用して行い、④以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                                  アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 44,000 円(46,200 円) 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 46,000 円(48,300 円) 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 50,000 円(52,500 円) 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 58,000 円(60,900 円) 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 74,000 円(77,700 円) 114,000 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 80,000 円(84,000 円) 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 85,000 円(89,250 円) 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 90,000 円(94,500 円) 198,000 円(207,900 円)

9Mb/s のもの 95,000 円(99,750 円) 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 100,000 円(105,000 円) 227,000 円(238,350 円)

20Mb/s のもの 106,000 円(111,300 円) 277,000 円(290,850 円)
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30Mb/s のもの 112,000 円(117,600 円) 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 117,000 円(122,850 円) 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 123,000 円(129,150 円) 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 128,000 円(134,400 円) 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 134,000 円(140,700 円) 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 139,000 円(145,950 円) 581,000 円(610,050 円)

90Mb/s のもの 145,000 円(152,250 円) 632,000 円(663,600 円)

100Mb/s のもの 150,000 円(157,500 円) 682,000 円(716,100 円)

200Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 770,000 円(808,500 円)

300Mb/s のもの 250,000 円(262,500 円) 1,200,000 円(1,260,000 円)

400Mb/s のもの 350,000 円(367,500 円) 1,700,000 円(1,785,000 円)

500Mb/s のもの 440,000 円(462,000 円) 2,200,000 円(2,310,000 円)

600Mb/s のもの 540,000 円(567,000 円) 2,700,000 円(2,835,000 円)

700Mb/s のもの 630,000 円(661,500 円) 3,200,000 円(3,360,000 円)

800Mb/s のもの 730,000 円(766,500 円) 3,700,000 円(3,885,000 円)

900Mb/s のもの 830,000 円(871,500 円) 4,200,000 円(4,410,000 円)

1Gb/s のもの 930,000 円(976,500 円) 4,600,000 円(4,830,000 円)

 

イ タイプ２のもの 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 44,000 円(46,200 円) 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 46,000 円(48,300 円) 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 50,000 円(52,500 円) 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 58,000 円(60,900 円) 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 74,000 円(77,700 円) 114,000 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 80,000 円(84,000 円) 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 85,000 円(89,250 円) 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 90,000 円(94,500 円) 198,000 円(207,900 円)

9Mb/s のもの 95,000 円(99,750 円) 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 103,000 円(108,150 円) 252,000 円(264,600 円)

20Mb/s のもの 106,000 円(111,300 円) 277,000 円(290,850 円)

30Mb/s のもの 112,000 円(117,600 円) 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 117,000 円(122,850 円) 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 123,000 円(129,150 円) 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 128,000 円(134,400 円) 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 134,000 円(140,700 円) 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 139,000 円(145,950 円) 581,000 円(610,050 円)

90Mb/s のもの 145,000 円(152,250 円) 632,000 円(663,600 円)

 

④ 特定契約者回線を使用して行い、プラットフォーム回線のもの 

                                                  アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 63,000 円(66,150 円) 69,000 円(72,450 円)
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1Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 72,000 円(75,600 円)

2Mb/s のもの 72,000 円(75,600 円) 90,000 円(94,500 円)

3Mb/s のもの 84,000 円(88,200 円) 111,000 円(116,550 円)

4Mb/s のもの 96,000 円(100,800 円) 140,000 円(147,000 円)

5Mb/s のもの 108,000 円(113,400 円) 168,000 円(176,400 円)

6Mb/s のもの 117,000 円(122,850 円) 252,000 円(264,600 円)

7Mb/s のもの 125,000 円(131,250 円) 273,000 円(286,650 円)

8Mb/s のもの 132,000 円(138,600 円) 294,000 円(308,700 円)

9Mb/s のもの 140,000 円(147,000 円) 315,000 円(330,750 円)

10Mb/s のもの 147,000 円(154,350 円) 338,000 円(354,900 円)

20Mb/s のもの 156,000 円(163,800 円) 413,000 円(433,650 円)

30Mb/s のもの 165,000 円(173,250 円) 489,000 円(513,450 円)

40Mb/s のもの 173,000 円(181,650 円) 564,000 円(592,200 円)

50Mb/s のもの 182,000 円(191,100 円) 641,000 円(673,050 円)

60Mb/s のもの 189,000 円(198,450 円) 717,000 円(752,850 円)

70Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円) 794,000 円(833,700 円)

80Mb/s のもの 206,000 円(216,300 円) 869,000 円(912,450 円)

90Mb/s のもの 215,000 円(225,750 円) 945,000 円(992,250 円)

100Mb/s のもの 222,000 円(233,100 円) 1,020,000 円(1,071,000 円)

200Mb/s のもの 240,000 円(252,000 円) 1,155,000 円(1,212,750 円)

300Mb/s のもの 375,000 円(393,750 円) 1,800,000 円(1,890,000 円)

400Mb/s のもの 525,000 円(551,250 円) 2,550,000 円(2,677,500 円)

500Mb/s のもの 660,000 円(693,000 円) 3,300,000 円(3,465,000 円)

600Mb/s のもの 810,000 円(850,500 円) 4,050,000 円(4,252,500 円)

700Mb/s のもの 945,000 円(992,250 円) 4,800,000 円(5,040,000 円)

800Mb/s のもの 1,095,000 円(1,149,750 円) 5,550,000 円(5,827,500 円)

900Mb/s のもの 1,245,000 円(1,307,250 円) 6,300,000 円(6,615,000 円)

1Gb/s のもの 1,395,000 円(1,464,750 円) 6,900,000 円(7,245,000 円)

 

（４）総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 

    ア 第５種総合オープン通信網サービス（コースⅠ及びコースⅡタイプⅡ（プランⅠ（特定通信

限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの、コースⅠ及びコースⅡタイプⅦ（プランⅠ（特定

通信限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの又はコースⅠタイプⅤ（プランⅠ（特定通信限

定利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

ベストエフォートの

もの 6,000 円(6,300 円) 6,000 円(6,300 円)

 

    イ 第５種総合オープン通信網サービス（コース I 及コースⅡタイプⅣ（プランⅠ（特定通信限定

利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 
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ベストエフォートの

もの 8,000 円(8,400 円) 8,000 円(8,400 円)

 

２－２ プラン２に係るもの 

 

（１）高速ディジタル伝送方式のもの 

ア 通常クラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区  分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

128kb/s のもの 78,000 円(81,900 円) 82,000 円(86,100 円)

512kb/s のもの 112,000 円(117,600 円) 118,000 円(123,900 円)

1.5Mb/s のもの 360,000 円(378,000 円) 380,000 円(399,000 円)

 

イ エコノミークラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

128kb/s のもの 44,000 円(46,200 円) 46,000 円(48,300 円)

1.5Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円) 208,000 円(218,400 円)

 

（２）ＡＴＭ方式のもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

3Mb/s のもの 294,000 円(308,700 円) 309,000 円(324,450 円)

4Mb/s のもの 371,000 円(389,550 円) 390,000 円(409,500 円)

5Mb/s のもの 406,000 円(426,300 円) 427,000 円(448,350 円)

6Mb/s のもの 421,000 円(442,050 円) 443,000 円(465,150 円)

7Mb/s のもの 484,000 円(508,200 円) 509,000 円(534,450 円)

8Mb/s のもの 524,000 円(550,200 円) 551,000 円(578,550 円)

9Mb/s のもの 561,000 円(589,050 円) 590,000 円(619,500 円)

10Mb/s のもの 598,000 円(627,900 円) 629,000 円(660,450 円)

11Mb/s のもの 620,000 円(651,000 円) 652,000 円(684,600 円)

12Mb/s のもの 639,000 円(670,950 円) 672,000 円(705,600 円)

13Mb/s のもの 658,000 円(690,900 円) 692,000 円(726,600 円)

14Mb/s のもの 677,000 円(710,850 円) 712,000 円(747,600 円)

15Mb/s のもの 696,000 円(730,800 円) 732,000 円(768,600 円)

16Mb/s のもの 715,000 円(750,750 円) 752,000 円(789,600 円)

17Mb/s のもの 734,000 円(770,700 円) 772,000 円(810,600 円)

18Mb/s のもの 753,000 円(790,650 円) 792,000 円(831,600 円)

19Mb/s のもの 772,000 円(810,600 円) 812,000 円(852,600 円)

20Mb/s のもの 787,000 円(826,350 円) 828,000 円(869,400 円)
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21Mb/s のもの 804,000 円(844,200 円) 846,000 円(888,300 円)

22Mb/s のもの 821,000 円(862,050 円) 864,000 円(907,200 円)

23Mb/s のもの 838,000 円(879,900 円) 882,000 円(926,100 円)

24Mb/s のもの 855,000 円(897,750 円) 900,000 円(945,000 円)

25Mb/s のもの 872,000 円(915,600 円) 918,000 円(963,900 円)

26Mb/s のもの 889,000 円(933,450 円) 936,000 円(982,800 円)

27Mb/s のもの 906,000 円(951,300 円) 954,000 円(1,001,700 円)

28Mb/s のもの 923,000 円(969,150 円) 972,000 円(1,020,600 円)

29Mb/s のもの 940,000 円(987,000 円) 990,000 円(1,039,500 円)

30Mb/s のもの 951,000 円(998,550 円) 1,001,000 円(1,051,050 円)

31Mb/s のもの 967,000 円(1,015,350 円) 1,018,000 円(1,068,900 円)

32Mb/s のもの 983,000 円(1,032,150 円) 1,035,000 円(1,086,750 円)

33Mb/s のもの 999,000 円(1,048,950 円) 1,052,000 円(1,104,600 円)

34Mb/s のもの 1,015,000 円(1,065,750 円) 1,069,000 円(1,122,450 円)

35Mb/s のもの 1,031,000 円(1,082,550 円) 1,086,000 円(1,140,300 円)

36Mb/s のもの 1,047,000 円(1,099,350 円) 1,103,000 円(1,158,150 円)

37Mb/s のもの 1,063,000 円(1,116,150 円) 1,120,000 円(1,176,000 円)

38Mb/s のもの 1,079,000 円(1,132,950 円) 1,137,000 円(1,193,850 円)

39Mb/s のもの 1,095,000 円(1,149,750 円) 1,154,000 円(1,211,700 円)

40Mb/s のもの 1,108,000 円(1,163,400 円) 1,166,000 円(1,224,300 円)

41Mb/s のもの 1,128,000 円(1,184,400 円) 1,187,000 円(1,246,350 円)

42Mb/s のもの 1,148,000 円(1,205,400 円) 1,208,000 円(1,268,400 円)

43Mb/s のもの 1,168,000 円(1,226,400 円) 1,229,000 円(1,290,450 円)

44Mb/s のもの 1,188,000 円(1,247,400 円) 1,250,000 円(1,312,500 円)

45Mb/s のもの 1,208,000 円(1,268,400 円) 1,271,000 円(1,334,550 円)

46Mb/s のもの 1,228,000 円(1,289,400 円) 1,292,000 円(1,356,600 円)

47Mb/s のもの 1,248,000 円(1,310,400 円) 1,313,000 円(1,378,650 円)

48Mb/s のもの 1,268,000 円(1,331,400 円) 1,334,000 円(1,400,700 円)

49Mb/s のもの 1,288,000 円(1,352,400 円) 1,355,000 円(1,422,750 円)

50Mb/s のもの 1,307,000 円(1,372,350 円) 1,375,000 円(1,443,750 円)

51Mb/s のもの 1,319,000 円(1,384,950 円) 1,388,000 円(1,457,400 円)

52Mb/s のもの 1,331,000 円(1,397,550 円) 1,401,000 円(1,471,050 円)

53Mb/s のもの 1,343,000 円(1,410,150 円) 1,414,000 円(1,484,700 円)

54Mb/s のもの 1,355,000 円(1,422,750 円) 1,427,000 円(1,498,350 円)

55Mb/s のもの 1,367,000 円(1,435,350 円) 1,440,000 円(1,512,000 円)

56Mb/s のもの 1,379,000 円(1,447,950 円) 1,453,000 円(1,525,650 円)

57Mb/s のもの 1,391,000 円(1,460,550 円) 1,466,000 円(1,539,300 円)

58Mb/s のもの 1,403,000 円(1,473,150 円) 1,479,000 円(1,552,950 円)

59Mb/s のもの 1,415,000 円(1,485,750 円) 1,492,000 円(1,566,600 円)

60Mb/s のもの 1,425,000 円(1,496,250 円) 1,500,000 円(1,575,000 円)

61Mb/s のもの 1,434,000 円(1,505,700 円) 1,510,000 円(1,585,500 円)

62Mb/s のもの 1,443,000 円(1,515,150 円) 1,520,000 円(1,596,000 円)

63Mb/s のもの 1,452,000 円(1,524,600 円) 1,530,000 円(1,606,500 円)

64Mb/s のもの 1,461,000 円(1,534,050 円) 1,540,000 円(1,617,000 円)

65Mb/s のもの 1,470,000 円(1,543,500 円) 1,550,000 円(1,627,500 円)

66Mb/s のもの 1,479,000 円(1,552,950 円) 1,560,000 円(1,638,000 円)

67Mb/s のもの 1,488,000 円(1,562,400 円) 1,570,000 円(1,648,500 円)

68Mb/s のもの 1,497,000 円(1,571,850 円) 1,580,000 円(1,659,000 円)
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69Mb/s のもの 1,506,000 円(1,581,300 円) 1,590,000 円(1,669,500 円)

70Mb/s のもの 1,515,000 円(1,590,750 円) 1,600,000 円(1,680,000 円)

71Mb/s のもの 1,524,000 円(1,600,200 円) 1,610,000 円(1,690,500 円)

72Mb/s のもの 1,533,000 円(1,609,650 円) 1,620,000 円(1,701,000 円)

73Mb/s のもの 1,542,000 円(1,619,100 円) 1,630,000 円(1,711,500 円)

74Mb/s のもの 1,551,000 円(1,628,550 円) 1,640,000 円(1,722,000 円)

75Mb/s のもの 1,560,000 円(1,638,000 円) 1,650,000 円(1,732,500 円)

76Mb/s のもの 1,569,000 円(1,647,450 円) 1,660,000 円(1,743,000 円)

77Mb/s のもの 1,578,000 円(1,656,900 円) 1,670,000 円(1,753,500 円)

78Mb/s のもの 1,587,000 円(1,666,350 円) 1,680,000 円(1,764,000 円)

79Mb/s のもの 1,596,000 円(1,675,800 円) 1,690,000 円(1,774,500 円)

80Mb/s のもの 1,605,000 円(1,685,250 円) 1,700,000 円(1,785,000 円)

81Mb/s のもの 1,614,000 円(1,694,700 円) 1,710,000 円(1,795,500 円)

82Mb/s のもの 1,623,000 円(1,704,150 円) 1,720,000 円(1,806,000 円)

83Mb/s のもの 1,632,000 円(1,713,600 円) 1,730,000 円(1,816,500 円)

84Mb/s のもの 1,641,000 円(1,723,050 円) 1,740,000 円(1,827,000 円)

85Mb/s のもの 1,650,000 円(1,732,500 円) 1,750,000 円(1,837,500 円)

86Mb/s のもの 1,659,000 円(1,741,950 円) 1,760,000 円(1,848,000 円)

87Mb/s のもの 1,668,000 円(1,751,400 円) 1,770,000 円(1,858,500 円)

88Mb/s のもの 1,677,000 円(1,760,850 円) 1,780,000 円(1,869,000 円)

89Mb/s のもの 1,686,000 円(1,770,300 円) 1,790,000 円(1,879,500 円)

90Mb/s のもの 1,695,000 円(1,779,750 円) 1,800,000 円(1,890,000 円)

91Mb/s のもの 1,704,000 円(1,789,200 円) 1,810,000 円(1,900,500 円)

92Mb/s のもの 1,713,000 円(1,798,650 円) 1,820,000 円(1,911,000 円)

93Mb/s のもの 1,722,000 円(1,808,100 円) 1,830,000 円(1,921,500 円)

94Mb/s のもの 1,731,000 円(1,817,550 円) 1,840,000 円(1,932,000 円)

95Mb/s のもの 1,740,000 円(1,827,000 円) 1,850,000 円(1,942,500 円)

96Mb/s のもの 1,749,000 円(1,836,450 円) 1,860,000 円(1,953,000 円)

97Mb/s のもの 1,758,000 円(1,845,900 円) 1,870,000 円(1,963,500 円)

98Mb/s のもの 1,767,000 円(1,855,350 円) 1,880,000 円(1,974,000 円)

99Mb/s のもの 1,776,000 円(1,864,800 円) 1,890,000 円(1,984,500 円)

100Mb/s のもの 1,785,000 円(1,874,250 円) 1,900,000 円(1,995,000 円)

101Mb/s のもの 1,794,000 円(1,883,700 円) 1,909,000 円(2,004,450 円)

102Mb/s のもの 1,803,000 円(1,893,150 円) 1,918,000 円(2,013,900 円)

103Mb/s のもの 1,812,000 円(1,902,600 円) 1,927,000 円(2,023,350 円)

104Mb/s のもの 1,821,000 円(1,912,050 円) 1,936,000 円(2,032,800 円)

105Mb/s のもの 1,830,000 円(1,921,500 円) 1,945,000 円(2,042,250 円)

106Mb/s のもの 1,839,000 円(1,930,950 円) 1,954,000 円(2,051,700 円)

107Mb/s のもの 1,848,000 円(1,940,400 円) 1,963,000 円(2,061,150 円)

108Mb/s のもの 1,857,000 円(1,949,850 円) 1,972,000 円(2,070,600 円)

109Mb/s のもの 1,866,000 円(1,959,300 円) 1,981,000 円(2,080,050 円)

110Mb/s のもの 1,875,000 円(1,968,750 円) 1,990,000 円(2,089,500 円)

111Mb/s のもの 1,884,000 円(1,978,200 円) 1,999,000 円(2,098,950 円)

112Mb/s のもの 1,893,000 円(1,987,650 円) 2,008,000 円(2,108,400 円)

113Mb/s のもの 1,902,000 円(1,997,100 円) 2,017,000 円(2,117,850 円)

114Mb/s のもの 1,911,000 円(2,006,550 円) 2,026,000 円(2,127,300 円)

115Mb/s のもの 1,920,000 円(2,016,000 円) 2,035,000 円(2,136,750 円)

116Mb/s のもの 1,929,000 円(2,025,450 円) 2,044,000 円(2,146,200 円)

117Mb/s のもの 1,938,000 円(2,034,900 円) 2,053,000 円(2,155,650 円)
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118Mb/s のもの 1,947,000 円(2,044,350 円) 2,062,000 円(2,165,100 円)

119Mb/s のもの 1,956,000 円(2,053,800 円) 2,071,000 円(2,174,550 円)

120Mb/s のもの 1,965,000 円(2,063,250 円) 2,080,000 円(2,184,000 円)

備考 

  １（適用）(3)に定める通信の態様による細目が１芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円(2,100 円)を減額

するものとします。 

  ２（適用）(3)に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円(67,200 円)を加

算するものとします。 

 

（３）イーサネット方式のもの 

① ②③以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 214,000 円(224,700 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 230,000 円(241,500 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 263,000 円(276,150 円) 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 289,000 円(303,450 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 341,000 円(358,050 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 367,000 円(385,350 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 394,000 円(413,700 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 420,000 円(441,000 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 446,000 円(468,300 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 472,000 円(495,600 円) 845,000 円(887,250 円)

100Mb/s のもの 498,000 円(522,900 円) 910,000 円(955,500 円)

200Mb/s のもの 1,420,000 円(1,491,000 円) 1,800,000 円(1,890,000 円)

300Mb/s のもの 1,680,000 円(1,764,000 円) 2,475,000 円(2,598,750 円)

400Mb/s のもの 1,940,000 円(2,037,000 円) 3,150,000 円(3,307,500 円)

500Mb/s のもの 2,200,000 円(2,310,000 円) 3,825,000 円(4,016,250 円)

600Mb/s のもの 2,460,000 円(2,583,000 円) 4,500,000 円(4,725,000 円)

700Mb/s のもの 2,720,000 円(2,856,000 円) 5,175,000 円(5,433,750 円)

800Mb/s のもの 2,980,000 円(3,129,000 円) 5,850,000 円(6,142,500 円)

900Mb/s のもの 3,240,000 円(3,402,000 円) 6,525,000 円(6,851,250 円)

1Gb/s のもの 3,500,000 円(3,675,000 円) 7,200,000 円(7,560,000 円)
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イ タイプ２のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 214,000 円(224,700 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 230,000 円(241,500 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 276,000 円(289,800 円) 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 289,000 円(303,450 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 341,000 円(358,050 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 367,000 円(385,350 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 394,000 円(413,700 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 420,000 円(441,000 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 446,000 円(468,300 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 472,000 円(495,600 円) 845,000 円(887,250 円)

 

② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの 

ア タイプ１のもの 

                                アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 214,000 円(224,700 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 230,000 円(241,500 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 263,000 円(276,150 円) 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 289,000 円(303,450 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 341,000 円(358,050 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 367,000 円(385,350 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 394,000 円(413,700 円) 651,000 円(683,550 円)
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70Mb/s のもの 420,000 円(441,000 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 446,000 円(468,300 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 472,000 円(495,600 円) 845,000 円(887,250 円)

100Mb/s のもの 498,000 円(522,900 円) 910,000 円(955,500 円)

100Mb/s を超えて

1Gb/s までのもの 別途算定する実費 別途算定する実費

 

イ タイプ２のもの 

                        アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円) 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 113,000 円(118,650 円) 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 160,000 円(168,000 円) 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 181,000 円(190,050 円) 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 197,000 円(206,850 円) 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 214,000 円(224,700 円) 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 230,000 円(241,500 円) 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 276,000 円(289,800 円) 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 289,000 円(303,450 円) 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円) 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 341,000 円(358,050 円) 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 367,000 円(385,350 円) 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 394,000 円(413,700 円) 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 420,000 円(441,000 円) 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 446,000 円(468,300 円) 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 472,000 円(495,600 円) 845,000 円(887,250 円)

 

③ 特定契約者回線を使用して行い、④以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                                 アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 46,000 円(48,300 円) 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 48,000 円(50,400 円) 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 56,000 円(58,800 円) 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円) 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 80,000 円(84,000 円) 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 94,000 円(98,700 円) 114,000 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 125,000 円(131,250 円) 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 134,000 円(140,700 円) 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 144,000 円(151,200 円) 198,000 円(207,900 円)
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9Mb/s のもの 154,000 円(161,700 円) 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 163,000 円(171,150 円) 227,000 円(238,350 円)

20Mb/s のもの 175,000 円(183,750 円) 277,000 円(290,850 円)

30Mb/s のもの 187,000 円(196,350 円) 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 200,000 円(210,000 円) 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 212,000 円(222,600 円) 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 224,000 円(235,200 円) 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円) 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 581,000 円(610,050 円)

90Mb/s のもの 258,000 円(270,900 円) 632,000 円(663,600 円)

100Mb/s のもの 270,000 円(283,500 円) 682,000 円(716,100 円)

200Mb/s のもの 320,000 円(336,000 円) 770,000 円(808,500 円)

300Mb/s のもの 510,000 円(535,500 円) 1,200,000 円(1,260,000 円)

400Mb/s のもの 720,000 円(756,000 円) 1,700,000 円(1,785,000 円)

500Mb/s のもの 910,000 円(955,500 円) 2,200,000 円(2,310,000 円)

600Mb/s のもの 1,100,000 円(1,155,000 円) 2,700,000 円(2,835,000 円)

700Mb/s のもの 1,300,000 円(1,365,000 円) 3,200,000 円(3,360,000 円)

800Mb/s のもの 1,500,000 円(1,575,000 円) 3,700,000 円(3,885,000 円)

900Mb/s のもの 1,700,000 円(1,785,000 円) 4,200,000 円(4,410,000 円)

1Gb/s のもの 1,900,000 円(1,995,000 円) 4,600,000 円(4,830,000 円)

 

イ タイプ２のもの 

                                                 アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 46,000 円(48,300 円) 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 48,000 円(50,400 円) 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 56,000 円(58,800 円) 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円) 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 80,000 円(84,000 円) 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 94,000 円(98,700 円) 114,000 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 125,000 円(131,250 円) 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 134,000 円(140,700 円) 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 144,000 円(151,200 円) 198,000 円(207,900 円)

9Mb/s のもの 154,000 円(161,700 円) 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 169,000 円(177,450 円) 252,000 円(264,600 円)

20Mb/s のもの 175,000 円(183,750 円) 277,000 円(290,850 円)

30Mb/s のもの 187,000 円(196,350 円) 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 200,000 円(210,000 円) 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 212,000 円(222,600 円) 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 224,000 円(235,200 円) 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円) 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 247,000 円(259,350 円) 581,000 円(610,050 円)

90Mb/s のもの 258,000 円(270,900 円) 632,000 円(663,600 円)

 

④ 特定契約者回線を使用して行い、プラットフォーム回線のもの 

                                                  アクセス回線１回線ごとに月額 
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料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

0.5Mb/s のもの 66,000 円(69,300 円) 69,000 円(72,450 円)

1Mb/s のもの 69,000 円(72,450 円) 72,000 円(75,600 円)

2Mb/s のもの 81,000 円(85,050 円) 90,000 円(94,500 円)

3Mb/s のもの 98,000 円(102,900 円) 111,000 円(116,550 円)

4Mb/s のもの 117,000 円(122,850 円) 140,000 円(147,000 円)

5Mb/s のもの 138,000 円(144,900 円) 168,000 円(176,400 円)

6Mb/s のもの 185,000 円(194,250 円) 252,000 円(264,600 円)

7Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円) 273,000 円(286,650 円)

8Mb/s のもの 213,000 円(223,650 円) 294,000 円(308,700 円)

9Mb/s のもの 228,000 円(239,400 円) 315,000 円(330,750 円)

10Mb/s のもの 242,000 円(254,100 円) 338,000 円(354,900 円)

20Mb/s のもの 260,000 円(273,000 円) 413,000 円(433,650 円)

30Mb/s のもの 278,000 円(291,900 円) 489,000 円(513,450 円)

40Mb/s のもの 297,000 円(311,850 円) 564,000 円(592,200 円)

50Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円) 641,000 円(673,050 円)

60Mb/s のもの 333,000 円(349,650 円) 717,000 円(752,850 円)

70Mb/s のもの 351,000 円(368,550 円) 794,000 円(833,700 円)

80Mb/s のもの 368,000 円(386,400 円) 869,000 円(912,450 円)

90Mb/s のもの 384,000 円(403,200 円) 945,000 円(992,250 円)

100Mb/s のもの 402,000 円(422,100 円) 1,020,000 円(1,071,000 円)

200Mb/s のもの 480,000 円(504,000 円) 1,155,000 円(1,212,750 円)

300Mb/s のもの 765,000 円(803,250 円) 1,800,000 円(1,890,000 円)

400Mb/s のもの 1,080,000 円(1,134,000 円) 2,550,000 円(2,677,500 円)

500Mb/s のもの 1,365,000 円(1,433,250 円) 3,300,000 円(3,465,000 円)

600Mb/s のもの 1,650,000 円(1,732,500 円) 4,050,000 円(4,252,500 円)

700Mb/s のもの 1,950,000 円(2,047,500 円) 4,800,000 円(5,040,000 円)

800Mb/s のもの 2,250,000 円(2,362,500 円) 5,550,000 円(5,827,500 円)

900Mb/s のもの 2,550,000 円(2,677,500 円) 6,300,000 円(6,615,000 円)

1Gb/s のもの 2,850,000 円(2,992,500 円) 6,900,000 円(7,245,000 円)

 

 

（４）総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 

    ア 第５種総合オープン通信網サービス（コースⅠ及びコースⅡタイプⅡ（プランⅠ（特定通信

限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの、コースⅠ及びコースⅡタイプⅦ（プランⅠ（特定

通信限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの又はコースⅠタイプⅤ（プランⅠ（特定通信限

定利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

ベストエフォートの

もの 6,000 円(6,300 円) 6,000 円(6,300 円)

 

    イ 第５種総合オープン通信網サービス（コース I 及コースⅡタイプⅣ（プランⅠ（特定通信限定
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利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

ベストエフォートの

もの 8,000 円(8,400 円) 8,000 円(8,400 円)

 

２－３ プラン３に係るもの 

 

（１）高速ディジタル伝送方式のもの 

ア 通常クラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

128kb/s のもの 82,000 円(86,100 円)

512kb/s のもの 118,000 円(123,900 円)

1.5Mb/s のもの 380,000 円(399,000 円)

 

イ エコノミークラスのもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

128kb/s のもの 46,000 円(48,300 円)

1.5Mb/s のもの 208,000 円(218,400 円)

（２）ＡＴＭ方式のもの 

ア タイプ１のもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

3Mb/s のもの 309,000 円(324,450 円)

4Mb/s のもの 390,000 円(409,500 円)

5Mb/s のもの 427,000 円(448,350 円)

6Mb/s のもの 443,000 円(465,150 円)

7Mb/s のもの 509,000 円(534,450 円)

8Mb/s のもの 551,000 円(578,550 円)

9Mb/s のもの 590,000 円(619,500 円)

10Mb/s のもの 629,000 円(660,450 円)

11Mb/s のもの 652,000 円(684,600 円)

12Mb/s のもの 672,000 円(705,600 円)

13Mb/s のもの 692,000 円(726,600 円)

14Mb/s のもの 712,000 円(747,600 円)

15Mb/s のもの 732,000 円(768,600 円)

16Mb/s のもの 752,000 円(789,600 円)

17Mb/s のもの 772,000 円(810,600 円)

18Mb/s のもの 792,000 円(831,600 円)

19Mb/s のもの 812,000 円(852,600 円)

20Mb/s のもの 828,000 円(869,400 円)
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21Mb/s のもの 846,000 円(888,300 円)

22Mb/s のもの 864,000 円(907,200 円)

23Mb/s のもの 882,000 円(926,100 円)

24Mb/s のもの 900,000 円(945,000 円)

25Mb/s のもの 918,000 円(963,900 円)

26Mb/s のもの 936,000 円(982,800 円)

27Mb/s のもの 954,000 円(1,001,700 円)

28Mb/s のもの 972,000 円(1,020,600 円)

29Mb/s のもの 990,000 円(1,039,500 円)

30Mb/s のもの 1,001,000 円(1,051,050 円)

31Mb/s のもの 1,018,000 円(1,068,900 円)

32Mb/s のもの 1,035,000 円(1,086,750 円)

33Mb/s のもの 1,052,000 円(1,104,600 円)

34Mb/s のもの 1,069,000 円(1,122,450 円)

35Mb/s のもの 1,086,000 円(1,140,300 円)

36Mb/s のもの 1,103,000 円(1,158,150 円)

37Mb/s のもの 1,120,000 円(1,176,000 円)

38Mb/s のもの 1,137,000 円(1,193,850 円)

39Mb/s のもの 1,154,000 円(1,211,700 円)

40Mb/s のもの 1,166,000 円(1,224,300 円)

41Mb/s のもの 1,187,000 円(1,246,350 円)

42Mb/s のもの 1,208,000 円(1,268,400 円)

43Mb/s のもの 1,229,000 円(1,290,450 円)

44Mb/s のもの 1,250,000 円(1,312,500 円)

45Mb/s のもの 1,271,000 円(1,334,550 円)

46Mb/s のもの 1,292,000 円(1,356,600 円)

47Mb/s のもの 1,313,000 円(1,378,650 円)

48Mb/s のもの 1,334,000 円(1,400,700 円)

49Mb/s のもの 1,355,000 円(1,422,750 円)

50Mb/s のもの 1,375,000 円(1,443,750 円)

51Mb/s のもの 1,388,000 円(1,457,400 円)

52Mb/s のもの 1,401,000 円(1,471,050 円)

53Mb/s のもの 1,414,000 円(1,484,700 円)

54Mb/s のもの 1,427,000 円(1,498,350 円)

55Mb/s のもの 1,440,000 円(1,512,000 円)

56Mb/s のもの 1,453,000 円(1,525,650 円)

57Mb/s のもの 1,466,000 円(1,539,300 円)

58Mb/s のもの 1,479,000 円(1,552,950 円)

59Mb/s のもの 1,492,000 円(1,566,600 円)

60Mb/s のもの 1,500,000 円(1,575,000 円)

61Mb/s のもの 1,510,000 円(1,585,500 円)

62Mb/s のもの 1,520,000 円(1,596,000 円)

63Mb/s のもの 1,530,000 円(1,606,500 円)

64Mb/s のもの 1,540,000 円(1,617,000 円)

65Mb/s のもの 1,550,000 円(1,627,500 円)

66Mb/s のもの 1,560,000 円(1,638,000 円)

67Mb/s のもの 1,570,000 円(1,648,500 円)

68Mb/s のもの 1,580,000 円(1,659,000 円)

69Mb/s のもの 1,590,000 円(1,669,500 円)
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70Mb/s のもの 1,600,000 円(1,680,000 円)

71Mb/s のもの 1,610,000 円(1,690,500 円)

72Mb/s のもの 1,620,000 円(1,701,000 円)

73Mb/s のもの 1,630,000 円(1,711,500 円)

74Mb/s のもの 1,640,000 円(1,722,000 円)

75Mb/s のもの 1,650,000 円(1,732,500 円)

76Mb/s のもの 1,660,000 円(1,743,000 円)

77Mb/s のもの 1,670,000 円(1,753,500 円)

78Mb/s のもの 1,680,000 円(1,764,000 円)

79Mb/s のもの 1,690,000 円(1,774,500 円)

80Mb/s のもの 1,700,000 円(1,785,000 円)

81Mb/s のもの 1,710,000 円(1,795,500 円)

82Mb/s のもの 1,720,000 円(1,806,000 円)

83Mb/s のもの 1,730,000 円(1,816,500 円)

84Mb/s のもの 1,740,000 円(1,827,000 円)

85Mb/s のもの 1,750,000 円(1,837,500 円)

86Mb/s のもの 1,760,000 円(1,848,000 円)

87Mb/s のもの 1,770,000 円(1,858,500 円)

88Mb/s のもの 1,780,000 円(1,869,000 円)

89Mb/s のもの 1,790,000 円(1,879,500 円)

90Mb/s のもの 1,800,000 円(1,890,000 円)

91Mb/s のもの 1,810,000 円(1,900,500 円)

92Mb/s のもの 1,820,000 円(1,911,000 円)

93Mb/s のもの 1,830,000 円(1,921,500 円)

94Mb/s のもの 1,840,000 円(1,932,000 円)

95Mb/s のもの 1,850,000 円(1,942,500 円)

96Mb/s のもの 1,860,000 円(1,953,000 円)

97Mb/s のもの 1,870,000 円(1,963,500 円)

98Mb/s のもの 1,880,000 円(1,974,000 円)

99Mb/s のもの 1,890,000 円(1,984,500 円)

100Mb/s のもの 1,900,000 円(1,995,000 円)

101Mb/s のもの 1,909,000 円(2,004,450 円)

102Mb/s のもの 1,918,000 円(2,013,900 円)

103Mb/s のもの 1,927,000 円(2,023,350 円)

104Mb/s のもの 1,936,000 円(2,032,800 円)

105Mb/s のもの 1,945,000 円(2,042,250 円)

106Mb/s のもの 1,954,000 円(2,051,700 円)

107Mb/s のもの 1,963,000 円(2,061,150 円)

108Mb/s のもの 1,972,000 円(2,070,600 円)

109Mb/s のもの 1,981,000 円(2,080,050 円)

110Mb/s のもの 1,990,000 円(2,089,500 円)

111Mb/s のもの 1,999,000 円(2,098,950 円)

112Mb/s のもの 2,008,000 円(2,108,400 円)

113Mb/s のもの 2,017,000 円(2,117,850 円)

114Mb/s のもの 2,026,000 円(2,127,300 円)

115Mb/s のもの 2,035,000 円(2,136,750 円)

116Mb/s のもの 2,044,000 円(2,146,200 円)

117Mb/s のもの 2,053,000 円(2,155,650 円)

118Mb/s のもの 2,062,000 円(2,165,100 円)
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119Mb/s のもの 2,071,000 円(2,174,550 円)

120Mb/s のもの 2,080,000 円(2,184,000 円)

備考 

  １（適用）(3)に定める通信の態様による細目が１芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 2,000 円(2,100 円)を減額

するものとします。 

  ２（適用）(3)に定める通信の態様による細目が２芯式の場合においては、3Mb/s

から 44Mb/s の品目について、この表の各区分の料金額に 64,000 円(67,200 円)を加

算するものとします。 

 

（３）イーサネット方式のもの 

① ②③以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 521,000 円(547,050 円) 

50Mb/s のもの 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 845,000 円(887,250 円)

100Mb/s のもの 910,000 円(955,500 円)

200Mb/s のもの 1,800,000 円(1,890,000 円)

300Mb/s のもの 2,475,000 円(2,598,750 円)

400Mb/s のもの 3,150,000 円(3,307,500 円)

500Mb/s のもの 3,825,000 円(4,016,250 円)

600Mb/s のもの 4,500,000 円(4,725,000 円)

700Mb/s のもの 5,175,000 円(5,433,750 円)

800Mb/s のもの 5,850,000 円(6,142,500 円)

900Mb/s のもの 6,525,000 円(6,851,250 円)

1Gb/s のもの 7,200,000 円(7,560,000 円)

 

イ タイプ２のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 
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区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 845,000 円(887,250 円)

 

② イーサネットアクセス回線を使用して行うもの 

ア タイプ１のもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 327,000 円(343,350 円)

20Mb/s のもの 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 521,000 円(547,050 円) 

50Mb/s のもの 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 845,000 円(887,250 円)

100Mb/s のもの 910,000 円(955,500 円)

100Mb/s を超えて

1Gb/s までのもの 別途算定する実費
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イ タイプ２のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 67,000 円(70,350 円)

1Mb/s のもの 89,000 円(93,450 円)

2Mb/s のもの 133,000 円(139,650 円)

3Mb/s のもの 168,000 円(176,400 円)

4Mb/s のもの 203,000 円(213,150 円)

5Mb/s のもの 236,000 円(247,800 円)

6Mb/s のもの 244,000 円(256,200 円)

7Mb/s のもの 265,000 円(278,250 円)

8Mb/s のもの 285,000 円(299,250 円)

9Mb/s のもの 306,000 円(321,300 円)

10Mb/s のもの 360,000 円(378,000 円)

20Mb/s のもの 392,000 円(411,600 円)

30Mb/s のもの 457,000 円(479,850 円)

40Mb/s のもの 521,000 円(547,050 円)

50Mb/s のもの 586,000 円(615,300 円)

60Mb/s のもの 651,000 円(683,550 円)

70Mb/s のもの 716,000 円(751,800 円)

80Mb/s のもの 780,000 円(819,000 円)

90Mb/s のもの 845,000 円(887,250 円)

 

③ 特定契約者回線を使用して行い、④以外のもの 

ア タイプ１のもの 

                                                  アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 1140,00 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円)

9Mb/s のもの 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 227,000 円(238,350 円)

20Mb/s のもの 277,000 円(290,850 円)

30Mb/s のもの 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 581,000 円(610,050 円)
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90Mb/s のもの 632,000 円(663,600 円)

100Mb/s のもの 682,000 円(716,100 円)

200Mb/s のもの 770,000 円(808,500 円)

300Mb/s のもの 1,200,000 円(1,260,000 円)

400Mb/s のもの 1,700,000 円(1,785,000 円)

500Mb/s のもの 2,200,000 円(2,310,000 円)

600Mb/s のもの 2,700,000 円(2,835,000 円)

700Mb/s のもの 3,200,000 円(3,360,000 円)

800Mb/s のもの 3,700,000 円(3,885,000 円)

900Mb/s のもの 4,200,000 円(4,410,000 円)

1Gb/s のもの 4,600,000 円(4,830,000 円)

 

イ タイプ２のもの 

                                              アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 48,000 円(50,400 円)

1Mb/s のもの 50,000 円(52,500 円)

2Mb/s のもの 62,000 円(65,100 円)

3Mb/s のもの 76,000 円(79,800 円)

4Mb/s のもの 95,000 円(99,750 円)

5Mb/s のもの 1140,00 円(119,700 円)

6Mb/s のもの 170,000 円(178,500 円)

7Mb/s のもの 184,000 円(193,200 円)

8Mb/s のもの 198,000 円(207,900 円)

9Mb/s のもの 212,000 円(222,600 円)

10Mb/s のもの 252,000 円(264,600 円)

20Mb/s のもの 277,000 円(290,850 円)

30Mb/s のもの 328,000 円(344,400 円)

40Mb/s のもの 378,000 円(396,900 円)

50Mb/s のもの 429,000 円(450,450 円)

60Mb/s のもの 480,000 円(504,000 円)

70Mb/s のもの 531,000 円(557,550 円)

80Mb/s のもの 581,000 円(610,050 円)

90Mb/s のもの 632,000 円(663,600 円)

 

④ 特定契約者回線を使用して行い、プラットフォーム回線のもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

区    分 料金額 

0.5Mb/s のもの 69,000 円(72,450 円)

1Mb/s のもの 72,000 円(75,600 円)

2Mb/s のもの 90,000 円(94,500 円)

3Mb/s のもの 111,000 円(116,550 円)

4Mb/s のもの 140,000 円(147,000 円)

5Mb/s のもの 168,000 円(176,400 円)

6Mb/s のもの 252,000 円(264,600 円)

7Mb/s のもの 273,000 円(286,650 円)

8Mb/s のもの 294,000 円(308,700 円)
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9Mb/s のもの 315,000 円(330,750 円)

10Mb/s のもの 338,000 円(354,900 円)

20Mb/s のもの 413,000 円(433,650 円)

30Mb/s のもの 489,000 円(513,450 円)

40Mb/s のもの 564,000 円(592,200 円)

50Mb/s のもの 641,000 円(673,050 円)

60Mb/s のもの 717,000 円(752,850 円)

70Mb/s のもの 794,000 円(833,700 円)

80Mb/s のもの 869,000 円(912,450 円)

90Mb/s のもの 945,000 円(992,250 円)

100Mb/s のもの 1,020,000 円(1,071,000 円)

200Mb/s のもの 1,155,000 円(1,212,750 円)

300Mb/s のもの 1,800,000 円(1,890,000 円)

400Mb/s のもの 2,550,000 円(2,677,500 円)

500Mb/s のもの 3,300,000 円(3,465,000 円)

600Mb/s のもの 4,050,000 円(4,252,500 円)

700Mb/s のもの 4,800,000 円(5,040,000 円)

800Mb/s のもの 5,550,000 円(5,827,500 円)

900Mb/s のもの 6,300,000 円(6,615,000 円)

1Gb/s のもの 6,900,000 円(7,245,000 円)

 

（４）総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 

    ア 第５種総合オープン通信網サービス（コースⅠ及びコースⅡタイプⅡ（プランⅠ（特定通信

限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの、コースⅠ及びコースⅡタイプⅦ（プランⅠ（特定

通信限定利用型に係るものに限ります。）に係るもの又はコースⅠタイプⅤ（プランⅠ（特定通信限

定利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

ベストエフォートの

もの 6,000 円(6,300 円) 6,000 円(6,300 円)

 

    イ 第５種総合オープン通信網サービス（コース I 及コースⅡタイプⅣ（プランⅠ（特定通信限定

利用型に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るもの 

アクセス回線１回線ごとに月額 

料    金    額 

区    分 アクセス回線の終端が当社が

別に定める地域にあるもの 
左欄以外のもの 

ベストエフォートの

もの 8,000 円(8,400 円) 8,000 円(8,400 円)
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第３ 加算額 

月額 

料金種別 区  分 単位 料金額 

メタル配線の場合 230 円(241.5 円)(1) 区域外

線 路 使 用

料 
光配線の場合 

区域外線路

100m までご

とに 
690 円(724.5 円)

(2) 異経路

の線路 
―― ―― 別に算定する実費 

(3) 特別電

気 通 信 設

備使用料 

―― ―― 別に算定する実費 

128kb/s 用

のもの 

メタル配線に

よるもの 
1,700 円(1,785 円)

高速ディジタ

ル伝送方式 
512kb/s 又は 1.5Mb/s(通常ク

ラス)用のもの 
19,000 円(19,950 円)

TTC 標 準

JT0G957 準拠の

もの 

42,000 円(44,100 円)

ＡＴＭ方式 

端末側イン

タフェース

が光ケーブ

ルのもの 
ATM-Forum 準拠

のもの 
38,000 円(39,900 円)

(4) 回線接

続 装 置 使

用料 

 

 

イーサネット

方式 
100Mb/s までのもの 

１台ごとに 

5,000 円(5,250 円)

高速ディジタ

ル伝送方式 

1.5Mb/s（エコノミークラス）

用のもの 
9,500 円(9,975 円)

端末側インタフェースがメタ

リックケーブルのもの 
11,000 円(11,550 円)

TTC 標 準

JT0G957 準拠の

もの 

33,000 円(34,650 円)ＡＴＭ方式 端末側イン

タフェース

が光ケーブ

ルのもの 
ATM-Forum 準拠

のもの 
29,000 円(30,450 円)

100Mb/s までのもの 5,000 円(5,250 円)イーサネット

方式 上記以外のもの 60,000 円(63,000 円)

(5) 回線終

端 装 置 使

用料 

総合オープン通信網サービスを利用する方式

のもの 

１台ごとに 

2,700 円(2,835 円)

(6) 予備回

線 接 続 装

置使用料 

イーサネッ

ト方式 
100Mb/s までのもの １台ごとに 5,000 円(5,250 円)

128kb/s 用のもの 3,000 円(3,150 円)

(7) イーサ

ネ ッ ト 変

換 装 置 使

用料 

高速ディジ

タル伝送方

式 
512kb/s 又は 1.5Mb/s 用のもの

１台ごとに 

5,000 円(5,250 円)
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端末側インタフェースがメタ

リックケーブルのもの 
15,000 円(15,750 円)

ＡＴＭ方式 

端末側インタフェースが光ケ

ーブルのもの 
20,000 円(21,000 円)

128kb/s 用のもの 3,000 円(3,150 円)高速ディジ

タル伝送方

式 512kb/s 又は 1.5Mb/s 用のもの 5,000 円(5,250 円)

(8) 予備イ

ー サ ネ ッ

ト 変 換 装

置使用料 
ＡＴＭ方式 

端末側インタフェースがメタ

リックケーブルのもの 

１台ごとに 

15,000 円(15,750 円)

メタル配線の場合 60 円(63 円)(9) 配線設

備使用料 光配線の場合 

１配線ごと

に 2,000 円(2,100 円)

備考 予備回線終端装置は常に利用する回線終端装置以外の回線終端装置を、予備イーサネット変換

装置は常に利用するイーサネット変換装置以外のイーサネット変換装置をいいます。予備回線終端装

置および予備イーサネット変換装置はそのワイドエリアバーチャルスイッチサービスがイーサネッ

トアクセス回線を使用するものであるとき、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約者（その所属する

契約者回線群の回線群代表者に限ります。）から申込みがあったときに限り１台を上限として提供し

ます。 
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第４ 付加機能利用料 

 

１ 優先制御機能に係るもの 

月額 

区  分 単位 品目 料金額（税込額） 

10Mb/s までのもの 15,000 円 (15,750 円)

10Mb/s を超えて 

19Mb/s までのもの 

15,000 円 (15,750 円)に

10Mを超える1Mb/sごとに

500 円（525 円）加算

20Mb/s のもの 20,000 円 (21,000 円)

20Mb/s を超えて 

24Mb/s までのもの 

20,000 円 (21,000 円)に

20Mを超える1Mb/sごとに

1,000 円（1,050 円）加算

30Mb/s のもの 30,000 円 (31,500 円)

40Mb/s のもの 40,000 円 (42,000 円)

50Mb/s のもの 50,000 円 (52,500 円)

60Mb/s のもの 60,000 円 (63,000 円)

70Mb/s のもの 70,000 円 (73,500 円)

80Mb/s のもの 80,000 円 (84,000 円)

90Mb/s のもの 90,000 円 (94,500 円)

100Mb/s のもの 100,000 円 (105,000 円)

フレームもし

くはＩＰパケ

ットを、フレ

ームもしくは

ＩＰパケット

ごとにあらか

じめ指定した

優先順位にし

たがって、契

約者回線の終

端方向に転送

する機能 

高速ディジ

タル伝送方

式、ＡＴＭ

方式、及び

イーサネッ

ト方式 

１ の

契 約

者 回

線 ご

とに 

100Mb/s を 超 え て

1Gb/s までのもの 
100,000 円 (105,000 円)

優先制御

機能 

備

考 

ア 当社は、契約者より請求があった場合にのみこの機能を提供します。 

イ ＡＴＭ方式については、24Mb/s以下のものに限り、この機能を提供します。
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２ 第３種 IPVPN サービス利用機能に係るもの 

区  分 単位 品目 料金額（税込額）

当社が別に定めるデジタルデ

ータサービス契約約款に係る

電気通信設備を介して、ワイ

ドエリアバーチャルスイッチ

契約者によりあらかじめ指定

された者が、その契約者の属

する１の契約者回線群と通信

を行う機能をいいます 

１の機能ごと

に 

100Mb/s のもの －

第 ３ 種

IPVPN サ

ービス利

用機能 

備
考 

ア 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチ契約者（その所属する契約者回線群

の回線群代表者に限ります。）から申込みがあったときに限り、この機能を提

供します。 
イ 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約並びに当社が別に定め

るデジタルデータサービス契約約款に定める第３種ＩＰＶＰＮサービスを締
結することを条件として、この機能の申込を承諾します。 

ウ 当社は、イの規定を満たさなくなったときは、この機能の契約を解除します。

エ 当社は、この機能について、料金表第１表の１の適用(9)欄から(12)欄の規定

は適用できないものとします 
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第２表 工事に関する費用 

 

第１ 工事費 

 

１ 適 用 

 

１－１ １－２（東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの）以外のもの 

 

区  分 内    容 

(1) 工事費の適

用 

工事費は、工事を要することとなるアクセス回線、配線設備、端末設備及び

ワイドエリアバーチャルスイッチサービス取扱局において、１の工事ごとに

適用します。 

(2) 品目等の変

更又は移転等

の場合の工事

費の適用 

品目等の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事

に適用し、移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費は、移転先又は接

続変更先の取付けに関する工事に適用します。 

工事の区分は次のとおりとします。 

工事の区分 適   用 

ア 回線接続工事 アクセス回線の設置、品目等の変更、移転又は一時

中断の再利用の際に、ワイドエリアバーチャルスイ

ッチサービス取扱局の交換機、主配線盤において工

事を要する場合に適用します。 

イ 回線接続装置

等に係る工事 

当社が提供する回線接続装置等の設置、設定変更又

は移転の工事を要する場合に適用します。 

ウ 回線終端装置

に係る工事 

当社が提供する回線終端装置の設置、設定変更又は

移転の工事を要する場合に適用します。 

エ 予備回線接続

装置等に係る工

事 

当社が提供する予備回線接続装置等の設置、設定変

更又は移転の工事を要する場合に適用します。 

オ トラフィック

フリー機能に係

る工事 

トラフィックフリー機能に係る工事を要する場合

に適用します。 

カ 配線設備に係

る工事 

配線設備の設置及び一時中断の再利用等の場合に

適用します。 

キ 利用の一時中

断に係る工事 

アクセス回線及び端末設備の利用の一時中断等を

行う場合に適用します。 

ク 付加機能に係

る工事 

付加機能の利用の開始、変更、一時中断及び一時中

断の再利用の場合に適用します。 

(3)  工事の適用

区分 

(4) 工事費の減

額適用 

当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、

その工事費の額を減額して適用することがあります。 

 

１－２ 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

 

次に掲げる事項については、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等

の規定を準用します。 
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(1) 工事費の算定 

(2) 基本工事費の適用 

(3) 回線接続等工事費、回線終端装置工事費、屋内配線工事費及び機器工事費の適用 

(4) 移転又は他社接続回線接続変更の場合の工事費の適用 

(5) 別棟配線等の場合の屋内配線工事費の適用 

(6) 割増工事費の適用 

(7) 工事費の減額適用 
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２ 工事費の額 

 

２－１ ２－２（東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの）以外のもの 

 

２－１－１ ２－１－２（付加機能に係る工事）以外の工事 

１の工事ごとに 

区     分 工事費の額（税込額） 

下記以外の工事 2,500 円(2,625 円)(1) 回線接続

等に係る工事 交換機等の工事 3,000 円(3,150 円)

メタル配線 5,000 円(5,250 円)高速ディジタ

ル伝送方 光配線 8,000 円(8,400 円)

ＡＴＭ方式 20,000 円(21,000 円)

回線接続装置等に係る

工事 

イーサネット

方式 

特定契約者

回線を利用

するもの以

外で 100Mb/s

までのもの 

8,000 円(8,400 円)

イーサネット

方式 

特定契約者

回線を利用

するもの以

外で 200Mb/s

を超えるも

のまたは特

定契約者回

線を利用す

るもの 

20,000 円(21,000 円)

回線終端装置に係る工

事 

総合オープン通信網サービス

を利用する方式 
20,000 円(21,000 円)

メタル配線 5,000 円(5,250 円)高速ディジタ

ル伝送方式 光配線 8,000 円(8,400 円)

ＡＴＭ方式 20,000 円(21,000 円)

(2) 端末設備

に係る工事 

予備回線接続装置等に

係る工事 

イーサネット

方式 

特定契約者

回線を利用

するもの以

外で 100Mb/s

までのもの 

8,000 円(8,400 円)

トラフィックフリー機

能利用に係る工事 

イーサネット方式のもので

100Mb/s までのもの 
10,000 円(10,500 円)

(3)  トラフィ

ックフリー通

信に係る工事 トラフィックフリー通

信対象の設定に係る工

事 

3,000 円(3,150 円)

メタル配線 5,000 円(5,250 円)(4) 配線設備に係る工事 

光配線 12,000 円(12,600 円)

(5) 利用の一時中断に係る工事 （1）の工事費の額と同額 
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備考 

１ 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した

費用を支払っていただきます。 

２ 総合オープン通信網サービスを利用する方式の回線終端装置に係る工事については、当社がワ

イドエリアバーチャルスイッチサービスの提供に必要と判断する工事を含むものとします。 

３ トラフィックフリー機能に係る工事のうち、トラフィックフリー通信対象の設定に係る工事に

ついては、１の契約者回線群につき１の工事を発生させるものとします。 

 

２－１－２ 付加機能に係る工事 

 

(1)優先制御機能に係るもの 

１の工事ごとに 

区     分 工事費の額（税込額） 

優先制御機能に係る工事 10,000 円(10,500 円)

 

 

２－２ 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に係るもの 

 

東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の契約約款等に規定する料金額と同額 
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第２ 線路設置費 

 

１ 適 用 

 

区  分 内          容 

(1) 線路設置費の

適用 

ア  線路設置費は、区域外線路(異経路による設備費の支払いを要する

こととなる部分を除きます。)について適用します。 

イ 移転後のアクセス回線の終端が区域外となる場合であって、移転

前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外

線路の部分に限り線路設置費を適用します。 

ア 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を

解除すると同時に、新たにワイドエリアバーチャルスイッチ契約を

締結して、その場所でワイドエリアバーチャルスイッチサービスの

提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 

ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担

の規定は適用しません。 

 新たに提供を受

けるワイドエリ

アバーチャルス

イッチサービス

の線路設置費の

額 

－

解除する電気通

信サービスに係

る契約を新たに

締結したものと

みなした場合の

線路設置費の額 

＝

線路設置費の額

(残額があるとき

に限ります。) 

イ ワイドエリアバーチャルスイッチサービスの品目等の変更の場

合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 

 変更後のアクセ

ス回線を新設す

るときの線路設

置費の額 

－

変更前のアクセ

ス回線を新設す

るときの線路設

置費の額 

＝

線路設置費の額

(残額があるとき

に限ります。) 

(2) 線路設置費の

差額負担 

 

 

２ 線路設置費の額 

１アクセス回線につき区域外線路 100m までごとに 

線 路 設 置 費 の 額 
区    分 

メタル配線の場合 光配線の場合 

線路設置費 16,000 円(16,800 円) 48,000 円(50,400 円)
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第３ 設備費 

 

１ 適 用 

 

区    分 内         容 

設備費の適用 設備費は、次の設備について適用します。 

ア  異経路の線路の部分 

イ  特別な電気通信設備の部分 

 

２ 設備費の額 

 

設備費の額 別に算定する実費 

備考  別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するワイドエリアバーチャルス

イッチサービス取扱所において閲覧に供します。 
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料金表別表１  

 

（１）ＡＴＭ方式の品目に係る伝送速度 

 

区 分 伝送速度 区 分 伝送速度 区 分 伝送速度 

3Mb/s 3.0Mbit/s 43Mb/s 43.0Mbit/s 83Mb/s 83.0Mbit/s 

4Mb/s 4.0Mbit/s 44Mb/s 44.0Mbit/s 84Mb/s 84.0Mbit/s 

5Mb/s 5.0Mbit/s 45Mb/s 45.0Mbit/s 85Mb/s 85.0Mbit/s 

6Mb/s 6.0Mbit/s 46Mb/s 46.0Mbit/s 86Mb/s 86.0Mbit/s 

7Mb/s 7.0Mbit/s 47Mb/s 47.0Mbit/s 87Mb/s 87.0Mbit/s 

8Mb/s 8.0Mbit/s 48Mb/s 48.0Mbit/s 88Mb/s 88.0Mbit/s 

9Mb/s 9.0Mbit/s 49Mb/s 49.0Mbit/s 89Mb/s 89.0Mbit/s 

10Mb/s 10.0Mbit/s 50Mb/s 50.0Mbit/s 90Mb/s 90.0Mbit/s 

11Mb/s 11.0Mbit/s 51Mb/s 51.0Mbit/s 91Mb/s 91.0Mbit/s 

12Mb/s 12.0Mbit/s 52Mb/s 52.0Mbit/s 92Mb/s 92.0Mbit/s 

13Mb/s 13.0Mbit/s 53Mb/s 53.0Mbit/s 93Mb/s 93.0Mbit/s 

14Mb/s 14.0Mbit/s 54Mb/s 54.0Mbit/s 94Mb/s 94.0Mbit/s 

15Mb/s 15.0Mbit/s 55Mb/s 55.0Mbit/s 95Mb/s 95.0Mbit/s 

16Mb/s 16.0Mbit/s 56Mb/s 56.0Mbit/s 96Mb/s 96.0Mbit/s 

17Mb/s 17.0Mbit/s 57Mb/s 57.0Mbit/s 97Mb/s 97.0Mbit/s 

18Mb/s 18.0Mbit/s 58Mb/s 58.0Mbit/s 98Mb/s 98.0Mbit/s 

19Mb/s 19.0Mbit/s 59Mb/s 59.0Mbit/s 99Mb/s 99.0Mbit/s 

20Mb/s 20.0Mbit/s 60Mb/s 60.0Mbit/s 100Mb/s 100.0Mbit/s 

21Mb/s 21.0Mbit/s 61Mb/s 61.0Mbit/s 101Mb/s 101.0Mbit/s 

22Mb/s 22.0Mbit/s 62Mb/s 62.0Mbit/s 102Mb/s 102.0Mbit/s 

23Mb/s 23.0Mbit/s 63Mb/s 63.0Mbit/s 103Mb/s 103.0Mbit/s 

24Mb/s 24.0Mbit/s 64Mb/s 64.0Mbit/s 104Mb/s 104.0Mbit/s 

25Mb/s 25.0Mbit/s 65Mb/s 65.0Mbit/s 105Mb/s 105.0Mbit/s 

26Mb/s 26.0Mbit/s 66Mb/s 66.0Mbit/s 106Mb/s 106.0Mbit/s 

27Mb/s 27.0Mbit/s 67Mb/s 67.0Mbit/s 107Mb/s 107.0Mbit/s 

28Mb/s 28.0Mbit/s 68Mb/s 68.0Mbit/s 108Mb/s 108.0Mbit/s 

29Mb/s 29.0Mbit/s 69Mb/s 69.0Mbit/s 109Mb/s 109.0Mbit/s 

30Mb/s 30.0Mbit/s 70Mb/s 70.0Mbit/s 110Mb/s 110.0Mbit/s 

31Mb/s 31.0Mbit/s 71Mb/s 71.0Mbit/s 111Mb/s 111.0Mbit/s 

32Mb/s 32.0Mbit/s 72Mb/s 72.0Mbit/s 112Mb/s 112.0Mbit/s 

33Mb/s 33.0Mbit/s 73Mb/s 73.0Mbit/s 113Mb/s 113.0Mbit/s 

34Mb/s 34.0Mbit/s 74Mb/s 74.0Mbit/s 114Mb/s 114.0Mbit/s 

35Mb/s 35.0Mbit/s 75Mb/s 75.0Mbit/s 115Mb/s 115.0Mbit/s 

36Mb/s 36.0Mbit/s 76Mb/s 76.0Mbit/s 116Mb/s 116.0Mbit/s 

37Mb/s 37.0Mbit/s 77Mb/s 77.0Mbit/s 117Mb/s 117.0Mbit/s 

38Mb/s 38.0Mbit/s 78Mb/s 78.0Mbit/s 118Mb/s 118.0Mbit/s 

39Mb/s 39.0Mbit/s 79Mb/s 79.0Mbit/s 119Mb/s 119.0Mbit/s 

40Mb/s 40.0Mbit/s 80Mb/s 80.0Mbit/s 120Mb/s 120.0Mbit/s 

41Mb/s 41.0Mbit/s 81Mb/s 81.0Mbit/s 

42Mb/s 42.0Mbit/s 82Mb/s 82.0Mbit/s 
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（２）イーサネット方式の品目に係る伝送速度 

 

区 分 伝 送 速 度 

0.5Mb/s 0.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

1Mb/s 1Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

2Mb/s 2Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

3Mb/s 3Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

4Mb/s 4Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

5Mb/s 5Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

6Mb/s 6Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

7Mb/s 7Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

8Mb/s 8Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

9Mb/s 9Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

10Mb/s 10Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

20Mb/s 20Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

30Mb/s 30Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

40Mb/s 40Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

50Mb/s 50Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

60Mb/s 60Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

70Mb/s 70Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

80Mb/s 80Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

90Mb/s 90Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

100Mb/s 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

200Mb/s 200Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

300Mb/s 300Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

400Mb/s 400Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

500Mb/s 500Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

600Mb/s 600Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

700Mb/s 700Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

800Mb/s 800Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

900Mb/s 900Mbit/s の符号伝送が可能なもの 

1Gb/s 1Gbit/s の符号伝送が可能なもの 

 

料金表別表２ 同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の割引の適

用 

 

１ 当社は、契約に係る契約者回線群の終端が全て当社が別に定める地域内の同一の都県内で構成

されるものについて、同一都県内に終始する契約者回線群に所属するアクセス回線の回線使用料の

割引を適用します。その回線使用料については、第１表２(料金額)の２－１の回線使用料(プラン

１のうちアクセス回線の終端が当社が別に定める地域にあるものとします。)に代えて、アクセス

回線１回線ごとに次表の額を適用します。                                                

アクセス回線１回線ごとに月額

区    分 料    金    額 

0.5Mb/s のもの 44,000 円(46,200 円)

1Mb/s のもの 51,000 円(53,550 円)

2Mb/s のもの 70,000 円(73,500 円)

3Mb/s のもの 85,000 円(89,250 円)

 

 

4Mb/s のもの 102,000 円(107,100 円)
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5Mb/s のもの 119,000 円(124,950 円)

 

(注)本欄に規定する当社が別に定める地域は、別記１に定める関東地域とします。 

２ 当社は、ワイドエリアバーチャルスイッチサービスのうち、イーサネット方式のものに限りこ

の割引を適用します。 
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別表 基本的な技術的事項 

 

１ 高速ディジタル伝送方式のもの 

ア 当社が回線終端装置を提供する場合 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

1.5Mb/s(エコノミ

ークラスのもの) 
ISO 標準 IS10173 準拠 ＴＴＣ標準ＪＴ－I431－a 準拠 

 

イ 当社が回線接続装置を提供する場合 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

128kb/s ISO 標準 IS8877 準拠 ＴＴＣ標準ＪＴ－I430－a 準拠 

512kb/s、 

1.5Mb/s(通常クラ

スのもの) 

ISO 標準 IS10173 準拠 ＴＴＣ標準ＪＴ－I431－a 準拠 

 

ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合 

相 互 接 続 回 路 
品 目 物 理 的 条 件 

伝送速度 符号形式 光出力等 

128kb/s ２線式インタフェース ＴＴＣ標準ＪＴ－G961 準拠 

128kb/s、512kb/s、 

1.5Mb/s(通常クラ

スのもの) 

FO4 形 

単芯光ファイバコネクタ 

(JIS 規格Ｃ5973 準拠) 

6,312kbit

/s 
ＣＭＩ符号 

光出力 

-7dBm 以下 

使用中心波長

1.31μm 

 

２ ＡＴＭ方式のもの 

ア 当社が回線終端装置を提供する場合 

相 互 接 続 回 路 
品 目 物 理 的 条 件 

伝送速度 符号形式 送出電力等 

3Mb/s～24Mb/s 

(1Mb/s 毎) 

UTP-MIC(RJ45) 

(ISO/IEC603-7 準拠) 

25.6 

Mbit/s 
NRZI 符号 

3.4V 以下 

(P-P 値) 

3Mb/s～44Mb/s 

(1Mb/s 毎) 

Ｆ04 形単心光ファイバ 

コネクタ 

(JIS 規格 C5973 準拠) 

155.520 

 Mbit/s 
NRZ 符号 

TTC 標準 

JT-G957 準拠 

光出力 

-8dBm 以下 

(平均値) 

使用中心波長

1.31μm 

ATM-Forum 

準拠 

光出力 

-14dBm 以下 

(平均値) 

使用波長 

1.27μm ～ 

1.38 μm 
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イ 当社が回線接続装置を提供する場合 

相 互 接 続 回 路 
品 目 物 理 的 条 件 

伝送速度 符号形式 送出電力等 

3Mb/s～120Mb/s 

(1Mb/s 毎) 

Ｆ04 形単心光ファイバ 

コネクタ 

(JIS 規格 C5973 準拠) 

155.520 

 Mbit/s 
NRZ 符号 

TTC 標準 

JT-G957 準拠 

光出力 

-8dBm 以下 

(平均値) 

使用中心波長

1.31μm 

ATM-Forum 

準拠 

光出力 

-14dBm 以下 

(平均値) 

使用波長 

1.27μm ～ 

1.38 μm 

 

ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合 

物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

品 目 
配線設備を

提供しない

場合 

配線設備を

提供する場

合 

伝送速度 符号形式 送出電力等 

3Mb/s～120Mb/s 

(1Mb/s 毎) 

コネクタ 

  Ｆ04 形 

単心光ファ

イバコネク

タ 

(JIS 規格 

C5973 準拠) 

ケーブル 

 SM 型光フ

ァイバケー

ブル 

(JIS 規格 

C6835 の 

SSMA-10/125 

準拠) 

コネクタ 

  Ｆ04 形 

単心光ファ

イバコネク

タ 

(JIS 規格 

C5973 準拠)

155.520 

 Mbit/s 
NRZ 符号 

光出力 

+3dBm 以下 

(平均値) 

使用中心波長

 1.31μm 
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３ イーサネット方式のもの 

(1) (2)以外のもの 

ア 当社が回線終端装置を提供する場合 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

0.5Mb/s、1Mb/s～

10Mb/s(1Mb/s 毎) 
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 

20Mb/s ～ 100Mb/s 

(10Mb/s 毎) 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 

F04 形単心光ﾌｧｲﾊﾞｺﾈｸﾀ(JIS 規

格 C5973 準拠) 

GI 形光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ(JIS 規格

C6832 の SGI-50/125 及 び

SGI-62.5/125 準拠) 

IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 

F04型単心光ファイバコネクタ

(JIS C5973 準拠) 

SM 型光ファイバケーブル(JIS 

C6835 の SSM A-10/125 準拠) 

IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 200Mb/s ～ 1Gb/s 

(100Mb/s 毎) 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 

非シールドより対線(UTP)ケー

ブル  エンハンスドカテゴリ 5

以上 

(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠) 

IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 

 

イ 当社が回線接続装置を提供する場合 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

0.5Mb/s、1Mb/s～

10Mb/s(1Mb/s 毎) 
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 

20Mb/s ～ 100Mb/s 

(10Mb/s 毎) 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 

 

ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合 

相 互 接 続 回 路 
品 目 物 理 的 条 件 

符号形式等 光出力等 

0.5Mb/s  

1Mb/s～5Mb/s 

(1Mb/s 毎)、 

10Mb/s、100Mb/s 

FO4 形 

単芯光ファイバコネクタ 

(JIS 規格Ｃ5973 準拠) 

IEEE802.3 準

拠 

光出力 

短距離用 

-8dBm 以下(平均値) 

中距離用 

-3dBm 以下(平均値) 

長距離用 

0dBm 以下(平均値) 

使用中心波長 

1.31μm 
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 (2) 特定契約者回線を使用して行うもの  

ア 当社が回線終端装置を提供する場合 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

0.5Mb/s、1Mb/s～

10Mb/s(1Mb/s 毎) 
IEEE802.3 10BASE-T 準拠 

20Mb/s ～

100Mb/s(10Mb/s

毎) 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 

F04 形単心光ﾌｧｲﾊﾞｺﾈｸﾀ(JIS 規

格 C5973 準拠) 

GI 形光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ(JIS 規格

C6832 の SGI-50/125 及 び

SGI-62.5/125 準拠) 

IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 

F04 型単心光ファイバコネク

タ(JIS C5973 準拠) 

SM 型光ファイバケーブル(JIS 

C6835 の SSM A-10/125 準拠) 

IEEE802.3z 1000BASE-LX 準拠 200Mb/s～ 

1Gb/s(100Mb/s

毎) 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 

非シールドより対線(UTP)ケー

ブル  エンハンスドカテゴリ

5以上 

(ANSI/TIA/EIA-568-B.2 準拠)

IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 

 

４ 総合オープン通信網サービスを利用する方式のもの 

エ 当社が回線終端装置を提供する場合 

品目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

IEEE802.3 10BASE-T 準拠 
ベストエフォー

トのもの 

８ピンモジュラーコネクタ 

(ISO 標準 IS8877 準拠) 
IEEE802.3 100BASE-TX 準拠 
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附  則 

附 則 

(実施期日) 

第１条 この約款は、平成22年 1月 4日から実施します。 
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